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口絵１：１０年後の主な屋外競技会場と関連施設（富樫）
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八方尾根男女滑降競技スタート地点
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口絵２：表土復元工および巨石積工が施された法面の植生変化（尾関）
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ま え が き

　長野冬季オリンピック競技大会（以下長野大会と略す）では，その準備段階から「美しく豊かな自然との共

存」という大会基本理念が掲げられ，自然保護のために様々な対策が施された．本報告書は，長野大会の開催

から１０年が経過した節目の年に，五輪開催当時に自然保護対策が課題となった屋外競技施設や主要な関連施設

を対象に，その後の状況と課題について追跡調査を行った結果である．

　長野大会は，長野県北部の５つの市町村を会場に，１９９８年２月７日～２２日の１６日間にわたって行われた．参

加国（地域）７２，参加選手・役員４，６３８人，観客数は延べ１，４４２，７００人であった（長野オリンピック冬季競技大

会組織委員会　１９９９）．近年オリンピック競技大会の巨大化にともない，オリンピック開催がおよぼす自然環

境への影響が問題化するようになった．とりわけ長野大会においては，北緯３７度以南という冬季五輪史上最南

の開催地であり，その地理的・地質的な特徴を反映し，多様で豊かな自然に恵まれていることから，自然環境

の保護と冬季オリンピック開催との両立が大きな課題となった．こうした背景のもと，１９９６年に長野県が設置

した自然保護研究所（２００４年に環境保全研究所に組織変更）は１９９７年度から研究プロジェクトを立ち上げ，屋

外競技会場や関連施設の整備において実施された各種自然保護対策の効果等について，それらの検証を行った．

その成果は「冬季オリンピック関連事業の自然環境への影響と対応に関する調査研究」（長野県自然保護研究

所編，２００１）として公表されている．今回の調査は，その報告を基礎にして，当時すでに課題とされた部分を

中心に，その後の推移を確認し全体的な総括を行う目的で実施された．

　追跡調査には単に物事の推移を確かめること以上に大きな意味がある．長野大会が終わって１０年が経過し，

当時の細部の記憶が風化していく一方で，自然への影響や課題が鮮明に表れてきた部分がある．また本来自然

環境への影響等を評価するには相応の時間をかけた検証が必要であり，開催後１０年という節目はその好機とい

える．長野の経験が今後の自然環境の保全や自然保護対策の推進に広く生かされるためには，対策効果の確認

とともに課題や反省点についても科学的に直視する必要がある．

　最後になりましたが，調査研究の実施に際して，ご理解とご協力をいただいた関係する自治体や機関の担当

の方々に，深く感謝いたします．

２００９年３月

　

研究プロジェクトを代表して　富樫　均
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長野冬季五輪から１０年後の自然保護対策における現状と課題

１　調査概要

基準１ 山林の開発を伴う施設のうち、長野へのオ
リンピック招致が決定した１９９１年６月以降
に整備工事が行われたもの（１９９１年６月以
前に着手していたものも含む）．

基準２ オリンピック開催時に大会の運営上不可欠
の役割を果たした施設．

基準３ 「自然保護検討会議（関連施設整備において
自然への配慮のために県が設置した検討機
関）」において自然保護対策等が話題にとり
あげられた施設．

基準４ 長野大会を通じて特に自然保護上の注目す
べき問題が生じた地域．

基準５ 新幹線と高速道路は関連地域が非常に広域
におよぶため対象から除く．

表１　研究対象の絞り込みのために設けた基準

１－１　調査の目的とサブテーマの設定
　長野冬季五輪に関する研究プロジェクトは，五輪
の経験を今後の環境保全に生かすべく，個々の自然
保護対策の効果や課題を確認し，冬季五輪が自然環
境に与えた影響と対応に関し総合的に検証すること
を目的として１９９７年に開始された．そして中間報告
として，長野県自然保護研究所編（２００１）をまとめ
公表した１）．
　２００８年度にはその中間報告を基礎に，当時すでに
課題とされていた部分を中心に新たなサブテーマ
を設け，五輪開催から１０年後における現状等につい
て，現地調査・聞き取り調査・文献調査を行った．
本報告書では，それらの調査結果をまとめ，五輪開
催から１０年後における当プロジェクトの成果を総括
した．個別のモニタリングとして２００８年に設けたサ
ブテーマは以下のとおりである．

①　表土復元箇所等のモニタリング（白馬村・山ノ
内町）
　既設の調査箇所（コドラート）における１０年後
の現状確認
②　猛禽類への影響と現状（白馬村）
　白馬村のクロスカントリー会場跡地およびその
周辺における猛禽類生息状況の推移
③　白馬村中畔沢と山ノ内町カッパ沢のその後（白
馬村・山ノ内町）
　河道内ハビタットの復元状況等の確認
④　ギフチョウ生息地の保全対策の現状と課題（白
馬村）
　滑降競技ゴールエリアにおけるギフチョウ生息
地の現況と保全に関する調査
⑤　志賀ルートに設置されたエコロードのその後
（山ノ内町）
　動物移動経路設置箇所における野生動物の利用
状況
⑥　主要な屋外競技施設や競技コース等のその後と
現状（白馬村・長野市・野沢温泉村・山ノ内町・
八方尾根上部地域）

　主な競技会場や各種対策がなされた施設の現状
に関する調査

　現地調査の内容と方法については，対象とする分
類群や対象施設等の違いを考慮して決定した．それ
らは，２章以下に示されるサブテーマの報告の中に
記載した．

１－２　研究対象施設
　調査研究対象は長野県自然保護研究所編（２００１）
と同様に，山林開発をともなった主要な屋外競技施
設または関連施設，そして地域とした．オリンピッ
クのような巨大な催しでは，公共事業として広範囲
に様々な施設整備が行われる．そのため，この種の
検証においては，研究の基本的なフレーム設計を行
う上で，どこまでの整備を五輪関連事業に含めるか
ということが重要となる．本研究では，対象として
関連事業を網羅することは困難であるため，個々の
対策については，項目と代表箇所を選定し，その役
割や効果を評価することとした．その際に，調査項
目や内容に偏りを生じさせないよう，あらかじめ施
設整備や対策の全体像を把握し，バランスに配慮し
て調査対象を絞り込んだ．対象としたのは，とくに
自然環境への影響が懸念され，工事と施設の果たし
た役割が時間的にも空間的にも五輪開催と関連が強
かったとみなされ，同時に環境影響とその対応が相
互比較できるような施設である．対象の絞り込みと
選定にあたっては以下の５つの基準を設けた．
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図１　調査研究対象施設

　競技会場間を結ぶアクセス道路の多くは，五輪開
催を契機に既存道路の改良をはかることを理由に整
備されたことから，五輪開催のみを目的とした事業
とはいえない．しかし，主なアクセス道路は五輪招
致決定後，競技会場建設とほぼ同時期に集中的かつ
優先的に工事が行われ，五輪大会の開催・運営に不
可欠な役割を果たしたという点で共通しており，五
輪開催と強く関連した工事であった．そのため，競
技会場とともに，主なアクセス道路整備を五輪関連
事業として調査対象に含めた．絞り込みの結果，図
１に示す５つの屋外競技施設と７つの会場アクセス
道路，そして１地域（白馬村：とくに猛禽類につい

て）が対象となった．これにより，自然改変を伴い，
五輪開催にあたって基本的に必要とされた関連施設
の概要が把握され，それらの自然への影響程度や自
然保護対策の相互比較が可能となった．

文献
１）長野県自然保護研究所編（２００１）冬季オリンピッ

ク関連事業の自然環境への影響と対応に関する
調査研究．長野県自然保護研究所紀要４，別冊
３，１３５ｐ．



２　調査結果
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長野冬季五輪から１０年後の自然保護対策における現状と課題

２－１  表土復元工および巨石積工が施された法面の植生変化

尾関雅章 ＊・大塚孝一 ＊

　長野県白馬村と山ノ内町で，表土復元工と巨石積工が施工された法面の植生についてモニタリング調査を行った．調

査は，前回，施工直後に植生調査を実施した方形区もしくは前回調査時の記録にもとづいてほぼ同地点と考えられる場

所に新たに設置した調査区で行った．巨石積工では，石積の間隙に生育する植物の種数・被度に増加がみられた．表土

復元工では，草本植生から低木層をともなう植生に推移していた．巨石積工，表土復元工とも，主に在来植物からなる

法面植生が形成されていた．表土復元は，埋土種子由来による植物の発芽・成長のみならず，周辺植生からの侵入植物

の定着・生育基盤として法面植生の形成に寄与したと考えられた．

キーワード：表土復元工，巨石積工，植生変化，モニタリング，長野冬季五輪

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　はじめに

　道路をふくむ各種の建設事業では，土を盛り上げ
たときに形成される盛土法面や自然斜面を切り取っ
たときに形成される切土法面が多数造成される．法
面の緑化は元来，この造成後の法面の降雨や凍結融
解作用による浸食を防止することを目的として行わ
れてきた．したがって，法面の緑化工では，その目
的に即し，より早期に植物による法面の被覆を達成
するため，イネ科外来牧草類を用いた急速緑化工法
など，様々な工法が開発されてきた．
　近年，法面緑化を含む緑化工法には，景観や植生
の復元法としての役割が求められるほか，生物多様
性保全の観点から，他地域からの植物を導入しない
工法も必要とされるようになった１），２）．なかでも，
表土中の埋土種子を用いた植生の復元は，生物多様
性の保全や復元に有効な植生復元手法の一つとし
て，各種の事業において注目されてきた．
　１９９８年に開催された長野冬季五輪の会場やその周
辺工事においては，造成面への周辺自然環境の速や
かな復元という観点から，緑化工法の検討がなされ
た．その結果，施工時に発生した表土を保管し，法
面形成後に蒔き出す「表土復元工」，造成にともな
い発生した自然石を積み上げる「巨石積工」および
潜在自然植生構成種を主な構成種とする「幼苗植栽」
が，法面緑化・法面被覆の工法として採用される
に至った（口絵２参照）．

　尾関・井田（２００１）３）は，こうした緑化対策後の
植生変化について調査し，表土復元工施工地で，比
較的早期に二次遷移で観察されるススキなどイネ科
多年生草本の優占する植物群落や低木と混生した植
物群落への植生変化が生じた可能性を報告した．ま
た，表土復元工の目標である「周辺植生に一致する
森林植生」の形成に関しては，より長期的な追跡調
査のもとで検討する必要があると指摘した．
　そこで，このほど，施工から約１０年を経過した「表
土復元工」と「巨石積工」の施工地において，施工
後の法面の植生変化についてモニタリング調査を
行ったので報告する．

２　材料と方法

２．１　調査地
　表土復元工については，長野県白馬村に開設され
たクロスカントリー競技会場内のコース法面と，同
じく白馬村内山を通過する農道１号線の道路改良に
ともない生じた法面で，表土を法面上に撒き出し
た箇所のなかから，１９９５年に施工された法面を単位
に，計４箇所を調査地（白馬Ａ～Ｄ）とした．
　調査地の標高は約８００ｍで，建設前の調査地周辺
の主な植生は，白馬Ａはスギ植林・放棄水田植物群
落，白馬Ｂはスギ植林，白馬Ｃはスギ植林・コナラ
林，白馬Ｄはスギ植林・放棄水田植物群落となって
いた．調査地とした法面では，道路建設時に表土を
採取，保管した後，造成後の法面上に，厚さ約２０～
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３０㎝で蒔き出し，整地がなされた．その際，表土の
流出を防止するため，丸太（現地産材）を用いた土
留めが施された場合もある．
　なお，表土復元による植生の回復目標はいずれの
施工地でも「周辺植生に類似した森林植生」とされ
た．ただし，各施工地に用いた表土の由来，採取地
は明確ではない．
　調査区として，各調査地に高さ１ｍ×幅４ｍの調
査区を，法面上端部に２枠，下端部に３枠の計５枠
を設置した．
　巨石積工については，県道奥志賀公園線沿いの
標高１５２０ｍで，施工後１２年となる法面を調査地とし
た．調査地に高さ２ｍ×幅１０ｍの調査区を１ヶ所設
けた．なお，コドラートの下端部は車道に接するも
のとした．調査地周辺の現存植生は，巨石積の直上
部は樹木を移植した法面となっており，その外縁は
代償植生のダケカンバ群落および自然植生のコメツ
ガ群落等に接している．また，調査地とした法面に
は，巨石積工施工時に緑化植物としてヨモギが播種
されている．

２．２　方法
　表土復元工については，表土復元工が施工された
法面での植物の生育状況を把握するため，植生調査
を行った．調査は，各コドラート内の植被率（％）
と出現種ごとに被度（％），最大自然高（㎝）を記
録した．調査は２００８年１０月２日・１０月１０日に実施し
た．
　植生調査資料をもとに，各調査地における出現種
の優占順位を総合的に示す指標として，積算優占度
（ＳＤＲ）４）を出現種の被度と高さから算出した．積
算優占度の算出は，全層群落として行い，複数の階
層に出現する種については，その被度と高さの最大
値を算出に用いた．
　植生の二次遷移では，一年生草本期，二年（越年）
生草本期，広葉多年生草本期，イネ科多年生草本期，
低木期といった植生遷移段階が生じることが知られ
ている．調査地の植生の植生遷移段階を検討するた
め，出現種の生活型組成から，一年生草本，多年生
草本，木本植物の別に，積算優占度を合計し，その
積算優占度の総和に対する比率によりもとめた相対
優占度を算出した．
　また，法面に生じた裸地には外来植物が侵入し繁
茂する可能性も懸念されたことから，出現種中の外
来植物について，上記生活型組成と同様に，積算優

占度を用いて相対優占度を算出した．
　出現種の生活型と外来植物／在来植物の区分は，
宮脇ほか（１９９４）５）に拠った．
　巨石積工についても同様に，巨石積工が施工され
た法面で植生調査を行い，調査区内の植被率および
出現植物の被度および自然高を記録した．調査は
２００８年９月１２日に実施した．

３　結果

３．１　表土復元工
３．１．１　植被率・群落高・群落構造の変化
　施工後１２年目となる２００８年には，白馬村の表土復
元工調査地（白馬Ａ～Ｄ）のいずれも表土の流亡は
みられなかった．また，すべての調査地で，植被率
と群落高が施工後１年目の１９９６年，同４年目の２０００
年から増加していた（図１）．２００８年の植被率の平
均値は，白馬Ａが６８％，白馬Ｂが７９％，白馬Ｃが
７７％，白馬Ｄが８７％となり，各調査地ともほぼ緑化
された状態であった．群落高の平均値は，白馬Ａが
２３２㎝，白馬Ｂが２８４㎝，白馬Ｃが２９０㎝，白馬Ｄが
３６８㎝で，各調査地とも２０００年の調査時点から約１ｍ
増加していた．
　これら緑化の進行にともない，法面植生の階層構
造では，２０００年まではすべての調査地で草本層のみ
の単層植生が観察されたが，２００８年は白馬Ａで草本
層が分化し，草丈により草本層の第１層（平均高：
２３２㎝）と第２層（平均高：１１６㎝）が確認された（付
表参照）．他の白馬Ｂ～Ｄでは，木本植物の成長に
より，低木層（平均高：２８４～３６８㎝）と草本層（平
均高：１１８～１２０㎝）の分化が確認された．
３．１．２　種組成の変化
　２００８年の平均出現種数は，白馬Ａが２２．８種類，白
馬Ｂが４１．６種類，白馬Ｃが２５．０種類，白馬Ｄが２５．２
種類で，白馬Ｂ，Ｃで増加，白馬Ａ，Ｄで２０００年と
ほぼ同様となる傾向を示した．
　各調査地の種組成の変化について，積算優占度
（ＳＤＲ�）による調査地の植物群落の優占種の推移を
表１に示した．１９９７年の調査開始時には，すべての
調査地で優占種は異なっていたが，２０００年には４調
査地ともススキが共通して優占種となっていた．
２００８年には４調査地中の３調査地（白馬Ａ，Ｂ，Ｃ）
で引き続きススキが優占種となっており，白馬Ｄで
はスギが優占種となっていた．
　ススキが優占種となった白馬Ａ，Ｂ，Ｃでは，ス



�

長野冬季五輪から１０年後の自然保護対策における現状と課題

図１　白馬村の表土復元工施工地の調査年（１９９７年：施工後１年，２０００年：同４年，２００８年：同１２年）と植被
率（上段），群落高（中段），出現種数（下段）．平均値（●）と観測値の範囲を示した．

図２　白馬村の表土復元工施工地の多年草（白），
低木（灰色），高木（黒）の相対優占度比の推移．

スキのほか，スギ，カラマツ，アカマツ，コナラ，
タニウツギ，リョウブ，ヤマウルシ，ヌルデなどの
木本植物が共通して優占度の上位種にみられた．か
わって２０００年の優占度の上位種にあったヨツバヒヨ
ドリやゴマナ，オカトラノオなどの多年生草本の優
占度が低下した．スギが優占種となった白馬Ｄでも，
スギのほかにカラマツ，ヌルデ，タニウツギ，コナ
ラ，ウリハダカエデ，ミズナラといった木本植物が
優占度の上位種にみられた．
　この木本植物の増加傾向について，生活型組成に
基づく相対優占度比では，２００８年に全調査地で，木
本植物（低木と高木）の相対優占度比が，１９９７年と
２０００年にもっとも相対優占度比が高かった多年生草
本を上回っており，木本植物の優占度が増加してい
る傾向が示された．また，全調査地とも木本植物の
うち，低木の相対優占度比は，１９９７年，２００８年と大
きく異っていなかったが，高木の相対優占度比の増
加が顕著であった．
　出現種中の外来植物については，全調査地を通じ
て１９９７年に３種（全出現種数の１３％），２０００年に５
種（同４％）と少数であったが，２００８年は１種（同
０．７％）とさらに減少した．
　復元した表土から最初期に出現した種からの出
現種の入れ替わりについては，１９９７年に出現した種
のうち，２００８年には確認されなかった種数は，白馬
Ａで２３種中の３種（１３％），白馬Ｂで５５種中の１７種

（３１％），白馬Ｃで２０種中の６種（３０％），白馬Ｄで
５５種中の２８種（５１％）であった．逆に２００８年に確認
された種のうち，１９９７年には出現しなかった種は，
白馬Ａで５６種中の３６種（６４％），白馬Ｂで１０１種中の
６３種（６２％），白馬Ｃで５８種中の４４種（７６％），白馬
Ｄで６０種中の３８種（６３％）であった．
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調査地 １９９７年 　 　２０００年 ２００８年
　 出現種 ＳＤＲ� 出現種 ＳＤＲ� 出現種 ＳＤＲ�
白馬Ａ ヤマドリゼンマイ ８０ ススキ １００ ススキ １００

タガネソウ ７０ スギ ５０ スギ ７３
ゼンマイ ５５ タガネソウ ３３ アカマツ ４９
トリアシショウマ ３０ ヤマドリゼンマイ ２３ シシガシラ ２９
フジ ２７ アカマツ ２２ ノギラン ２１
ムラサキシキブ ２６ ゼンマイ １６ ゼンマイ ２１
スギ ２６ ムラサキシキブ １５ タガネソウ １８
シシガシラ ２４ ヨモギ １２ ケヤマハンノキ １８
サルマメ ２４ リョウブ １２ リョウブ １６

　 アカマツ ２０ アリノトウグサ １２ ヌルデ １５
白馬Ｂ オカトラノオ ７５ ススキ １００ ススキ ８３

トリアシショウマ ７４ ヨツバヒヨドリ ３４ ハンノキ ７５
タラノキ ６７ カリヤス ３３ カラマツ ７５
ヨツバヒヨドリ ６５ カラマツ ２９ コナラ ６５
ヨモギ ５８ ゴマナ ２８ タニウツギ ６３
ススキ ５３ ヤマハギ ２８ ゼンマイ ６０
ウツギ ５１ ヨモギ ２２ シシガシラ ５７
ヒメジョオン ５０ ハンノキ ２１ ウリハダカエデ ５５
オトギリソウ属 ｓｐ． ４５ オカトラノオ ２１ クリ ４０

　 カリヤス ４５ タニウツギ １５ タラノキ ３９
白馬Ｃ ハイイヌツゲ １００ ススキ ８２ ススキ １００

リョウブ ６６ タニウツギ ７６ タニウツギ ５３
ミズナラ ５０ ハイイヌツゲ ５７ リョウブ ４９
ヤマハギ ４２ リョウブ ４３ コナラ ４８
ウリハダカエデ ４０ ウリハダカエデ ２６ ミヤマガマズミ ３９
コヌカグサ ３５ オカトラノオ ２１ ウリハダカエデ ３８
ヤマドリゼンマイ １９ ヌルデ １７ ヤマウルシ ３０
ユキグニミツバツツジ １８ コナラ １７ シシガシラ ２５
コシアブラ １３ ヨシ １５ ヤマハギ ２１
ヤマハハコ １０ ゴマナ １４ ハイイヌツゲ ２０
ヤマウルシ １０

　 サルマメ １０ 　 　 　 　
白馬Ｄ タケニグサ ７８ ススキ １００ スギ ９５

ヨツバヒヨドリ ６５ カラマツ ５７ カラマツ ８８
ミノボロスゲ ６５ タニウツギ ３８ ヌルデ ７０
イグサ ６５ スギ ２７ ススキ ４３
ミツバツチグリ ５２ タケニグサ ２１ タニウツギ ３５
カラマツ ４９ クマイチゴ ２０ コナラ ２９
ススキ ３８ ヨツバヒヨドリ ２０ ニシノホンモンジスゲ ２７
タラノキ ３６ ニシノホンモンジスゲ ２０ ミズナラ ２４
ヤマモミジ ３５ イグサ １９ ウリハダカエデ ２１
オトギリソウ属 ｓｐ． ３３ オカトラノオ １６ クララ ２０

ウダイカンバ ��

表１　白馬村の表土復元施工地の優占種の推移．積算優先度（ＳＤＲ）の上位１～１０位の種を抜粋．

３．２　巨石積工
　巨石積工が施工された法面では，石積みの変状や
崩壊はみられなかった．調査区内への出現植物種数
は，１９９７年，１９９８年，１９９９年に，１０種，１６種，１９種
となり施工後の経過年数に応じて，生育する植物種
が増加していることが示されていた．２００８年の出現
種数は，３９種で引き続き出現種数は増加傾向にあっ
た．２００８年の植被率は，１５％であった．出現種は，
播種起源と考えられるヨモギのほかススキ，ゴマナ，

ヨツバヒヨドリなどの高茎多年生草本が多く確認さ
れ，シラカンバ，バッコヤナギなどの木本植物も確
認された．いずれの出現植物も積み上げられた自然
石の隙間に点在して生育しており，被度は低い．し
かし，１９９９年にはヨモギをのぞいた出現種の被度は
いずれも１％以下であったのに対し，２００８年には車
道際に多く生育するゴマナが１０％やヨモギ・ヨツバ
ヒヨドリ・ススキ・シラカンバが５％の被度を示し，
出現種の被度が増加傾向にあることが示された．
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４　考察

　長野県白馬村と山ノ内町で，表土復元工と巨石積
工が施工された法面の植生についてモニタリング調
査を行った結果，表土復元工では，草本植生から低
木層をともなう植生に推移し，巨石積工では，石積
の間隙に生育する植物の種数および被度に増加がみ
られた．巨石積工，表土復元工とも，主に在来植物
からなる法面植生が形成されていたことが確認され
た．
　ここでは，表土復元工施工地の植生の推移につい
て考察する．
　イネ科外来牧草類やヤマハギやイタチハギなどの
マメ科低木木本の種子を用いた法面緑化後の植生変
化では，施工直後には導入したイネ科外来牧草類が
優占し，施工１０年後以降には導入したマメ科木本植
物による低木林の形成がすすむとされる６）．しかし，
施工１０年後となっても下層植生には導入したイネ科
外来牧草が残存しているほか，導入したマメ科低木
の寡占化が生じ，周辺植生からの侵入植物による木
本群落への植生遷移が停滞する事例のあることも報
告されている６）．
　また，今調査地の気候環境に近い冷温帯多雪域の
盛土面で，造成にともなう廃棄土にイネ科外来牧草
類・ヨモギ・イタドリの種子吹付工が施工された法
面の施工１０年後までの植生変化７）では，施工１０年
後までに，導入植物の出現頻度は低下したものの優
占度は依然として高い傾向にあることが報告されて
いる．
　これらの事例と今回調査地とした表土復元工施工
地の植生変化について比較すると，まず施工直後の
植被の形成においては，今調査地ではイネ科外来牧
草類などの外部からの植物導入を用いていないた
め，施工４年後の植被率が５０％以下で十分植被が発
達しない調査地もあった３）．しかし，在来植物や周
辺植生の構成種による緑化については，施工１２年後
となる２００８年にはいずれの調査地でも緑化が進行し
ており，また法面の浸食や表土の流失はみられな
かったこと，さらに，施工１２年後には，依然として
多くの調査地でススキが優占種ではあるものの，施
工直後に発生した木本植物や周辺植生から侵入した
木本植物の成長がすすんでいることから，一定の効
果を示したものと考えられる．また，今調査で確認
された，表土復元工施工後約１０年程度での木本植物

の成長や低木層の発達は，白馬村と同時期に施工さ
れた長野県山ノ内町の施工地（標高８２０～１６７０ｍ，
施工後１１～１４年）でも確認されており８），ヤシャブ
シ，ヤマハンノキ，ヤハズハンノキ，オノエヤナギ，
アカマツの優占する低木群落が形成された法面もあ
る．
　なお，表土復元工施工地の植生を構成する植物の
由来については，表土復元工は，表土中の埋土種子
や根茎による植生の形成を期待するものであるが，
調査地における現在の植生構成種の６２～７６％は，施
工翌年の段階では確認されていなかった．このこと
から，埋土種子や根茎に由来して施工直後に発生し
た植物のみが，その後の法面植生を構成するもので
はなく，周辺植生からの侵入植物が法面植生の形成
に大きく寄与していることを示している．また，そ
の背景として表土復元工で復元された地盤が，その
土壌物性の特性等９）から，裸地に比して，周辺か
らの侵入植物の定着・生育基盤として有効に機能し
たと考えられる．
　表土復元工施工時の表土厚と植生形成の関係につ
いては，長野県山ノ内町の施工地（標高約１５００ｍ）
で，施工後５年での表土厚が４０㎝を超えた場合には，
施工後５年で中高木性樹種が優占する植生となった
が，表土厚が３０㎝程度の場合には，中高木性樹種が
侵入していても優占していなかったとされる１０）．そ
の後，同試験地では，施工１０年後までに，表土厚が
０～３０㎝の調査区で植被率が６０～９０％となり，また
表土厚が１０～３０㎝の調査区でアカマツ・カラマツが
優占していたことから８），表土厚が厚い施工地では
緑化の進行や中高木性の木本植物の早期の侵入・成
長が促進された可能性が考えられる．
　なお，今回の緑化対策の目標である「周辺植生に
一致する森林植生」の形成については，施工１２年後
で周辺林にも産する高木性の木本（アカマツ・コナ
ラ・ハンノキ・スギ・カラマツ等）の相対優占度比
が増加していることから，その傾向は示されている
と考えられる．しかし，今後，周辺植生からクズや
アレチウリなどの蔓性植物やヤマハギ・イタチハギ
などのマメ科低木が侵入し，繁茂する可能性もある
ほか，成長した木本植物の倒伏なども懸念され，目
標植生の形成を判断するにはより長期的な追跡調査
を要する．
　法面緑化に対しては，今後さらに生物多様性保全
への配慮のほか，景観や植生の復元法としての役割
や緑地を結ぶ回廊としての機能も期待される．それ
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らの機能実現に適した法面緑化を考えていくために
は，表土復元工施工後の植生変化について調査事例
を蓄積するとともに，他の生物群集についても法面
緑化の果たす機能を明らかにすることや，また緑化
の進行にともなう植生管理手法の検討等についても
取り組むことが望まれる．
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長野冬季五輪から１０年後の自然保護対策における現状と課題

２－２  白馬村のクロスカントリー会場跡地および
その周辺における猛禽類の生息状況

堀田昌伸 ＊

　白馬村のクロスカントリー会場と旧バイアスロン会場候補地で，２００８年の行動調査とこれまでの情報収集から，猛禽

類（オオタカやノスリ，ハチクマ）の生息状況を明らかにした．その結果，クロスカントリー会場については１９９７年以

降，旧バイアスロン会場候補地では１９９８年以降にオオタカの営巣が確認されなくなった．ただしオリンピックの開催後

に会場周辺でのオオタカの営巣がなくなったことについて，現在得られているデータからその具体的な原因を特定する

ことは困難である．一方，ノスリはオリンピック開催前，開催後のモニタリング期間，最近のいずれでも営巣が確認さ

れている．

キーワード：クロスカントリー競技場，旧バイアスロン会場候補地，希少猛きん類，オオタカ，ノスリ

月日 観察時間 天候

４月１６日 ６時間１０分 晴れ

４月２１日 ４時間５０分 晴れ

５月２日 ４時間４５分 晴れ

５月９日 ４時間３０分 晴れ

６月１１日 １時間 晴れ

７月３０日 ２時間３０分 曇り

８月２２日 ２時間 晴れ

表１　クロスカントリー会場での猛禽類調査

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１  はじめに

　１９９８年２月に長野市を中心として「自然との共生」
を謳った第１８回オリンピック冬季競技大会が開催さ
れ，２００８年で１０年となった．会場等施設の整備や建
設にあたっては，自然保護に関わるさまざまな問題
が発生した．鳥類については，旧男子滑降会場候補
地の岩菅山でイヌワシの生息，クロスカントリー会
場の白馬村内山地区や旧バイアスロン会場候補地の
飯森東山地区でオオタカやノスリの生息が確認さ
れ，会場の変更や競技コースの縮小などがなされた
１），２）．
　クロスカントリー会場や移転先の野沢温泉村のバ
イアスロン会場では，会場建設やオリンピック開催
期間中，いくつかの環境配慮（鳥類では，猛禽類の
営巣への配慮）がなされ，競技終了後２年間，希少
猛禽類の生息状況調査が行われた１）～６），15）～19）．
　一方，旧バイアスロン会場候補地については，会
場移転後は希少猛禽類の生息状況は断片的な営巣状
況調査のみが行われた．
　クロスカントリー会場ではオリンピック後に，冬
季はクロスカントリー競技や練習，夏季はメインス
タジアムが陸上やサッカーなどの練習に後利用され
ている．一方，旧バイアスロン会場候補地には，
１９９６年にミニゴルフ場が開業し，その後産業廃棄物
処理施設が建設された13）．
　今回の調査では，調査対象地として，コース変更
など環境配慮がなされたクロスカントリー会場（白

馬村内山地区）と変更により会場とならなかった旧
バイアスロン会場候補地（白馬村飯森東山地区）と
し（図１），オリンピック終了後から２００８年までの間，
猛禽類の生息状況を明らかにするために調査を実施
した．

２　調査方法

　クロスカントリー会場については２００８年４月から
８月にかけて月１，２回程度（表１），主に調査地点
Ｐ１（図１）などから，２０倍の望遠鏡と８倍の双眼
鏡をもちいて猛禽類の行動観察をした．確認した猛
禽類については，確認した場所や時間，位置のほか，
行動（特に餌運びなど重要な行動）などについて記
録した．そして，そのような行動調査から猛禽類の
営巣状況について把握した．
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図１　調査地．
　白馬村にあるクロスカントリー会場と旧バイアス
ロン会場候補地のおよその位置を示す．この概略図
では，姫川の左岸側も示してあるが，調査したのは
主に姫川右岸の地域である．
　調査地を１㎞のメッシュにわけ，列を左からＡ，
Ｂ，Ｃ，行を上から１，２，３，…，９とナンバリング
し，それぞれのメッシュを特定できるようにした．

　次に，今回の調査にあたって，クロスカントリー
会場と旧バイアスロン会場候補地の両地域につい
て，オリンピック後に白馬村や環境保全研究所など
が実施した猛禽類に関する調査資料を利用した．な
お，オリンピック開催前と開催後モニタリング期間
の状況については，白馬村の環境影響評価書１），２）

およびモニタリング報告書３）～６）を利用した．
　白馬村では平成６年（���4年）３月に「白馬村に
おける希少野生動物の保護に関する条例（通称，オ
オタカ条例）」が可決され，オオタカ保護監視員を
おき，クロスカントリー会場を中心とし村内にお
けるオオタカをはじめとする猛禽類の生息状況を
把握・報告するシステムがつくられた．平成１８年度
（�00�年度）以降は，報告書というかたちで監視員
から村に報告されており，今回の調査にあたって村
から提供していただいた７）～９）．
　また，旧バイアスロン会場候補地では，２００３年に
民間業者による産業廃棄物処理施設建設計画があ
り，研究所では県環境自然保護課の依頼により２００４
年の繁殖期に猛禽類の生息状況を調査した．その結
果も今回の調査資料とした．
　今回の報告では，これら野外調査（２００８年）と既
存資料の結果から，オリンピック後の両地域での猛
禽類の生息状況とその推移を明らかにすることを試
みた．

３　結果と考察

　２００８年４月～８月，クロスカントリー会場とその
周辺で猛禽類の生息状況を調査した．その結果，
メッシュＢ７にある林にノスリ成鳥が餌を運びこむ
のを２度確認した（図２ｃ）．このことから，ノス
リはこのメッシュで営巣している可能性があると判
断された．そして，７月に隣のメッシュＢ８でノス
リの巣立ちヒナを２羽確認した（図２ｃ）．しかし，
オオタカについては１度しか確認されず，その個体
は若い個体であり，営巣に結びつくような行動はな
かった．そのため，２００８年の繁殖期，クロスカント
リー会場とその周辺でオオタカが営巣した可能性は
低いと判断される．
　次に，収集した資料について見ると，「最近」の
データ（２００４，　２００６～２００８）では，両地域でオオ
タカが営巣していないことがわかる（表２）．逆に，
２００６年，周辺のメッシュＣ６でオオタカの営巣が確
認されている（図２，　表２）．一方，ノスリについ
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図２　⑴ハチクマ，⑵オオタカ，⑶ノスリが営巣あるいは営巣した可能性が高いメッシュ．
太実線で囲まれたメッシュはオリンピック開催前（１９９３～１９９７）およびオリンピック開催後から環境影響評価
によるモニタリング期間（１９９８～２０００）の営巣状況，スクリーンのメッシュは最近（２００４，２００６～２００８年）の
営巣状況を示す．

（１） （２） （３）

ては，最近のデータから両地域で営巣が確認され，
両地域の周辺の３メッシュでも営巣が確認されてい
る（図２，　表２）．
　一方，オリンピック開催前や開催後のモニタリン
グ期間におけるオオタカやノスリの生息状況を見て
みると，オオタカはクロスカントリー会場では１９９６
年の繁殖期まで，旧バイアスロン会場候補地では
１９９７年の繁殖期まで毎年のように営巣していたが，
それ以降は営巣が確認されていない．ノスリについ
ては，オリンピック開催前と同様に，オオタカの営
巣が確認されなくなった後のモニタリング期間も営
巣が確認されている（表２）．
　なお，ハチクマについてはオリンピック開催後の
モニタリング期間の２０００年にクロスカントリー会場

で営巣を確認した１例と２００７年と２００８年に周辺の地
域で営巣の可能性があった２例だけであった．
　オオタカ保全の観点から見ると，今回のオリン
ピックでの配慮は大きく二つに分けることができ
る．一つは短期的な視点にたった保全であり，当時
のオオタカの営巣への配慮，つまり，工事の騒音の
軽減や夜間の照明の自粛などである．クロスカン
トリー会場では，１９９３年からオリンピック開催前の
１９９６年までオオタカの営巣が確認されたことから，
工事中の種々の配慮については，ある程度の効果が
あったと評価できる．
　もう一つは長期的な視点にたった保全であり，オ
オタカがオリンピック開催後もそこに生息し営巣し
続けるための配慮である．たとえば旧バイアスロン
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表２　オリンピック開催前（１９９３～１９９７），オリンピック開催後から環境影響評価によるモニタリング期間（１９９８
～２０００），そして，最近（２００４，　２００６～２００８年）の，バイアスロン会場および旧バイアスロン会場候補地とそ
の周辺における猛禽類３種，ハチクマ（Ｐａ），オオタカ（Ａｇ），ノスリ（Ｂｂ）の営巣状況．○印は営巣，ある
いは営巣の可能性が高いことを示す．メッシュのかかった地域・年は猛禽類の調査がされていないことを示す．

年
クロスカントリー会場 旧バイアスロン会場候補地 両地域の周辺

Ｐａ Ａｇ Ｂｂ Ｐａ Ａｇ Ｂｂ Ｐａ Ａｇ Ｂｂ
１９９３ ○ ○ ○ ○
１９９４ ○ ○
１９９５ ○ ○
１９９６ ○ ○ ○
１９９７ ○ ○ ○
１９９８ ○ ○
１９９９ ○ ○
２０００＊ ○
２００４ ○
２００６＊＊ ○
２００７ ○ ○ ○
２００８ ○ ○ ○ ○
＊２０００年のハチクマの営巣については，環境保全研究所の鳥類相調査の際に確認した．しかし，猛禽類のモニ
タリング調査は実施されていない．
＊＊２００６年の猛禽類調査は白馬村全体を対象としている．そのため，オオタカの営巣を除いて，他の種類につい
ては営巣を特定するまでの調査はされていない．

会場候補地から野沢温泉村への会場移転やクロスカ
ントリー会場でのコースの縮小などがこの配慮にあ
たる．しかし，オリンピック開催後，オオタカが両
地域で営巣しなくなった．クロスカントリー会場で
は，コースを縮小することでオオタカの営巣林を保
全したが，営巣林の周辺は会場や道路が建設され，
かなりの面積の改変があった．一方，会場そのもの
を野沢温泉村に移した，旧バイアスロン会場候補地
でも，その後ミニゴルフ場が建設され，オオタカの
営巣が確認されなくなった後，小規模な産業廃棄物
処理施設が建設された１３）．つまり，営巣林に直接オ
リンピックの会場が建設されたわけではないが，そ
の後に営巣林の周辺でかなりの面積の改変がなされ
た．このような変化が長期的にみて，オオタカの営
巣に影響を与えた可能性がある．
　一般に，オオタカの営巣林の大きさにはかなり
の幅があり，オオタカは数 ｈａ の孤立林から大面積
の森林までさまざまなタイプの森林に営巣する１０），

１４）．したがって，今回の営巣林やその周辺の林の改
変，それによる森林面積の縮小が，オオタカの営巣
にどの程度の影響を与えたかについては判断がむず

かしい．ただし，オオタカの繁殖期の行動圏はかな
り広く，平野部の農村地帯で雄成鳥の行動圏は７００
～１，２００ｈａ にもおよび，かれらはこの中で採食行動
を行っている１１）．このことは今回の両地域での会場
建設や事業による改変がかれらの採食域を変化させ
た可能性があることを示している．
　事業者が実施した環境アセスメントは，これまで
行われているほかの環境アセスと同様に事業の影響
を定量的に予測しているわけではない．そのため，
今回のようにオオタカが生息しなくなった場合に，
その具体的な原因まで突きとめるのはかなり難し
い．最近では，このような問題点を解消する手段と
して，環境の価値を定量的に判断する手法　（ＨＥ
Ｐ：　ｈａｂｉｔａｔ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　 ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ の略）　も考
案され，日本にも一部導入されている２０）．
　長野冬季オリンピックは，「自然との共存」をス
ローガンとして，さまざまな環境配慮を行ってきた．
オリンピック開催１０年後の全体的な状況をみると，
オオタカの保全については，部分的にうまくいった
と評価できる面もあるが，必ずしもうまくいかな
かった面もあったということになる．
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技会場地環境アセスメントモニタリング委託業
務調査結果報告書．白馬村．

５）白馬村（１９９９）平成１０年度クロスカントリー競
技会場地環境アセスメントモニタリング委託業
務調査結果報告書．白馬村．

６）白馬村（２０００）平成１１年度クロスカントリー競
技会場地環境アセスメントモニタリング委託業
務調査結果報告書．白馬村．

７）杉本淳（白馬村オオタカ監視員）（２００７）白馬
村のオオタカ報告書：平成１８年度調査．白馬村．

８）杉本淳（白馬村オオタカ監視員）（２００８）平成
１９年度白馬村オオタカ監視報告書．白馬村．

９）杉本淳（白馬村オオタカ監視員）（２００９）平成
２０年度白馬村オオタカ監視報告書．白馬村．

�0）堀江玲子・尾崎研一（２００８ａ）オオタカの営巣
環境．（尾崎研一・遠藤孝一編著）オオタカの
生態と保全：その個体群保全に向けて．（社）
日本林業技術協会，東京，ｐｐ２０－２５．

１１）堀江玲子・尾崎研一（２００８ｂ）オオタカの行動
圏．（尾崎研一・遠藤孝一編著）オオタカの生
態と保全：その個体群保全に向けて．（社）日
本林業技術協会，東京，ｐｐ３３－３９．

１�）堀田昌伸（２００１）土地改変にともなう鳥類相へ
の影響．長野県自然保護研究所紀要４（別冊３）：
１９－２８．

１3）堀田昌伸・富樫均（２００６）白馬村旧バイアスロ

ン競技会場予定地における猛禽類の生息状況－
長野冬季オリンピック関連施設のモニタリング
調査報告．長野県環境保全研究所研究報告．１：
７３－７８．

１４）Kｅｎ　wａｒｄ,Ｒ.（２００６） Tｈｅ Gｏｓｈａwk. T&ＡＤ 
Ｐｏyｓｅｒ,Lｏｎ　ｄｏｎ　.

１５）野沢温泉村（１９９４）バイアスロン競技会場地整
備事業に係る自然環境影響調査報告書．野沢温
泉村．

１６）野沢温泉村（１９９７）平成８年度モニタリング委
託業務報告書．野沢温泉村．

１７）野沢温泉村（１９９８）平成９年度モニタリング委
託業務報告書．野沢温泉村．

１８）野沢温泉村（１９９９）　平成１０年度モニタリング
委託業務報告書．野沢温泉村．

１９）野沢温泉村（２０００）平成１１年度モニタリング委
託業務報告書．野沢温泉村．

２０）尾崎研一（２００８）オオタカ保全の問題点と新し
い個体群保全法の提案．（尾崎研一・遠藤孝一
編著）オオタカの生態と保全：その個体群保全
に向けて．（社）日本林業技術協会，東京，ｐｐ
９９－１０２．
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２－３  アルペン男女ゴールエリアで行われた河道切り替え後の河川環境
復元プロセス：２０００年～２００８年のモニタリング結果から

北野　聡 ＊

　自然環境に配慮した流路工施工が行われた白馬村中畔沢において，施工後１年目（２０００年），４年目（２００３年），９年

目（２００８年）に，改修区間と非改修区間で水生生物に重要な環境変量を計測し比較検討した．その結果，水深は１年目

には改修区の方が浅かったが，その後差が認められなくなった．一方，川幅，底質，流速の分布にはいずれの年も両区

間で差はみられなかった．また，改修区の植生カバーは，施工後１年目および４年目は極端に未発達であったが，時間

とともに回復していることが確かめられた．

キーワード：渓流，自然石施工，水生生物，モニタリング

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　はじめに

　中畔沢は八方尾根スキー場中腹部から山麓にかけ
て流れる急勾配の小渓流であり，従来より砂防事業
が進められてきた．一方，平成１０年に開催された長
野冬季五輪では，男女アルペン競技のゴールエリア
が中畔沢に隣接したことから，事業主体である長野
県姫川砂防事務所では砂防事業の一環として自然環
境に配慮した流路工づくりが行われた．工事による
水生生物への影響を最小にするために，自然石等の
材料を使った流路施工が行われたほか，工事区域内
の貴重な水生生物（イワナ，ハコネサンショウウオ）
および植物については，姫川砂防事務所，白馬村，
長野オリンピック冬季競技大会組織委員会（ＮＡＯ
Ｃ）の各関係者とボランティアによって積極的な移
殖が行われた２）．
　流域整備およびその環境影響調査は，アルペン競
技会場地整備事業を担当した白馬村と流域の砂防事
業を進める長野県姫川砂防事務所によって分担・連
携して実施されている１）～５），９）．北野８）は，流路施
工１年目の河川環境を計測するとともに，これら一
連の生物モニタリング結果をレビューし，水生生物
関連の自然保護対策の成否について評価した．たと
えば，自然素材を用い景観に配慮した流路施工は，
底質・流速・川幅の環境変量の観点からは自然流路
と差がないものであったが，水深および河畔植生カ
バーは明らかに不足していた．また，モリアオガエ
ル，タゴガエル，ハコネサンショウウオをはじめと

する両生類については施工後でも確認されたが，上
流部に移植されたイワナは地域的に絶滅した．イワ
ナが定着しなかった要因としては，移植先の空間の
不足や改修区の環境が生息環境として不適であった
ことが指摘されている８）．
　本調査では，中畔沢の流路施工について，流路と
その周辺の物理的環境，とくに水生生物の生息基盤
となる水深や流速分布について，施工後１年目，４
年目，９年目の状況を記録し比較したものである．
ここでは，改修工事が行われなかった上流の隣接区
間を対照区（非改修区）とみなし，経時的に生態系
の復元過程をモニタリングした．

２　方法

　調査は，２０００年９月１日，２００３年１０月３日および
２００８年９月３日に北安曇郡白馬村の中畔沢で行った
（図１）．調査当日の天候はいずれもくもり～晴れで
あり，降雨等による異常な増水は認められず，流量
は終日安定していた．環境の計測については，中畔
沢の河道改修が行われた約２２０ｍ区間（改修区）な
らびにその上流部にある８０ｍ区間（以降，非改修区
と呼ぶ）を対象とした（図１）．改修区と非改修区
の間には，カルバート管により地下を通過する区間
があるが，これらを含めた約５０ｍ区間については計
測の対象外とした．
　環境変数としては次の項目を計測した．（１）川幅：
上流に向かって５～１０ｍおきに河道横断面を設定
し，表流水の確認される幅を測った．中州がある場
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図１　調査地の地図

合にはその部分は差し引いた．（２）水深：川幅を計
測した横断面に３つの等区分点を設定し，それぞれ
について水表面から底までの距離を測定した．中州
があるときは，これを無視し，分流を仮想的に一つ
の流れとみなして，区分点を設定した．計測ポイン
ト（区分点）の設定については（２）～（５）まで
共通である．（３）流速：計測ポイントにおいて，表
面から６０％の水深点にプロペラ式流速計（プロペラ
径　２０㎜；Ｙｏkｏｇａwａ Ｈｏkｕｓｈｉｎ　 Ｅｌｅｃｔｒｉｃ 社製）を
セットして測定した．（４）流量：計測横断面におけ
る表流水の流量．上記の流速，水深データを用いて
計算．（５）底質（礫組成）：計測ポイントに一辺２５
㎝の正方形枠を設置し，目視によって優占する礫の
径に基づき５段階に区分して記録した8）．各段階は
礫の大きさにしたがってスコアをつけた．すなわち，
スコア０：泥（＜０．１㎝），同１：砂（０．２－０．５㎝），
同２：小礫（０．５－４㎝），同３：中礫（５－１０㎝），
同４：大礫（１０㎝＜）の５段階である．（６）カバー：
ここではＵｒａｂｅ ａｎ　ｄ Ｎａkａｎ　ｏ１４）における “ 上空を覆
う水面上に張り出した植生や岸 ”をカバーと定義し
た．また，水生生物から見るとカバーがどのような
高さにあるかで，その機能が異なると考えられるた
め，低層カバー（水面上２ｍ以内）と高層カバー（２
ｍ＜）に分けて，カバーの有無を各計測ポイントに
ついて記録した．

３　結果および考察

　各調査年における景観を図２に示した．施工後の

１年目にあたる２０００年の状況では，非改修区で顕著
な瀬ー淵構造が認められる一方，改修区では１～２
箇所の人工淵以外を除き浅瀬が連続した景観を呈し
ていた．２００８年の段階でもそれぞれの景観について
は大きな変化はなく，たとえば，最大水深や水深２０
㎝を超える地点比率のそれぞれの数値をみると，非
改修区で３２㎝および８％，改修区で５５㎝および１２％
であった．改修区で瀬ー淵構造が発達しなかったの
は，使われた自然石がコンクリートで河床に固定さ
れているものが多く，流水による洗掘作用が十分に
働かなかったためと考えられる．
　川幅，水深，流速，流量，底質の５項目について，
改修区と非改修区と比較した結果を表１に示した．
川幅，流速，底質スコアの平均についてはいずれの
年でも両区間で有意な差はみられなかったが，水深
と上空カバーについては差が認められた．水深に
ついては，２０００年は改修区で浅い傾向が認められた
が，２００３年，２００８年では差がみられなくなった．一
般に，施工直後の段階では流路表面に間隙が多く，
流水の相当部分が地下に浸透していたと推察され
る．したがって，中畔沢では，河床の安定化が時間
とともに進行し，施工後４年目には一定の水準に達
したものと考えられる．ただし，流量データでは，
２００１年と２００３年に下流の改修区で上流の非改修区よ
りも少ない傾向が認められ，２００３年の段階でも改修
区で相当の伏流現象があったことがうかがえる．
　その他，区間で差異が検出された環境要因は上空
カバーであった．時間経過との関連でみると，高
さ２ｍ以内の低層カバーは，２０００年や２００４年に比べ
２００８年で飛躍的に増加し，２００８年には非改修区を有
意に上回った．一方，高さ２ｍを超える高層カバー
についても，改修区で増加したが，２００３年までは皆
無であり，２００８年の段階でもその率は３割程度と非
改修区の３分の１程度にとどまった．高層カバーが
発達すると被陰作用により低層カバーの量は制限さ
れると考えられるため，２００８年における改修区での
低層カバーの発達は高層カバーの未発達によっても
たらされた結果であろう．しかしながら，一連の上
空カバーの推移は，一般的な渓流河畔植生の発達段
階としてとらえることができ，さらに時間をかける
ことで非改修区にみられるような河畔林に遷移する
ことが期待される．
　河畔植生は様々な経路で河川内生態系に影響をお
よぼし，水生生物の生息や群集構造を決める重要な
要因となることが知られる６），７）,１１）．たとえば，小渓
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図２　各調査区の景観．（ａ）左より改修区中央部，改修区上部，非改修区中央部，
（ｂ）左より改修区上部，非改修区中央部，（ｃ）左より改修区中央部，改修区下部．

（ａ）２００８年

（ｂ）　２００３年

（ｃ）　２０００年

流のイワナにとって夏季の水温上昇は致命的であ
るが13），河畔林が発達すれば日射による水温上昇は
抑制されるであろう．またイワナ類は夏の間，多く
の餌資源を森林から供給される陸上性昆虫に依存す
る１１）．さらに森林は河川の水質や水量の安定に寄与
し，落葉・落枝は直接水生昆虫類の餌として利用さ
れ，場合によっては魚類や大型水生昆虫の隠れ場所
となりうる１２）．
　中畔沢では従来生息したイワナの局所絶滅が報告
されているが 8），今後河畔林を含めた河川環境の復
元が進めば付近からの移殖等の方法でイワナの個体
群再生も可能と考えられる．ただし，調査区の上流
には高さ１０ｍを超える堰堤，また下流部には２ｍの
段差が存在するため，現状では個体群の孤立は解消
されていない．一方，中畔沢とその周辺には，両生
類のハコネサンショウウオ，カジカガエル，タゴガ

エル，モリアオガエルの生息も確認されており，こ
れらの生物群については施工直後から比較的順調な
個体群の定着が報告された10）．今後の河川生態系復
元を的確に進めるには，各生物群の生態特性の理解
とともに時間空間的な生態系の広がり（つながり）
に関する視点と配慮が求められる．

文献

１）白馬村（１９９５）アルペン競技会場地整備に係る
自然環境影響調査報告書，３６７ｐｐ．＋資料８１ｐｐ．

２）白馬村（１９９７）アルペン競技会場地整備に係る
モニタリング状況報告書－１９９６年度分．９０ｐｐ＋写
真２３４枚．

３）白馬村（１９９８）アルペン競技会場地整備に係る
モニタリング状況報告書－１９９７年度分．９６ｐｐ＋
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表１　河川流路内部の環境変数の比較．平均±標準誤差（サンプル数）および統計量を示した．
環境変数 調査年 改　修　区 非　改　修　区 統計量 ＊１

川幅（㎝） ２０００ １３１．５　±　１６．０　（２４） １４０．０　±　１８．１　（１４） Ｆ＝０．１１ｎｓ

２００３ １４６．７　±　１６．４　（１８） １４６．１　±　１７．９　（１４） Ｆ＝０．０００６ｎｓ

２００８ １９１．５　±　１４．１　（２４） １５９．３　±　１５．６　（２０） Ｆ＝２．３５ｎｓ

水深（㎝） ２０００ 　８．８　±　０．６　（７２） １３．９　±　１．５　（４２） Ｆ＝１３．９＊＊＊
２００３ 　９．９　±　０．８　（５４） １２．４　±　１．１　（４２） Ｆ＝３．８３ｎｓ

２００８ 　９．９　±　０．８　（７２） １０．５　±　１．２　（６０） Ｆ＝０．１９ｎｓ

流速（㎝ ／ｓ） ２０００ ２７．１　±　２．７　（７２） ２５．９　±　３．６　（４２） Ｆ＝０．７９ｎｓ

２００３ ２０．９　±　２．９　（５４） ２７．１　±　０．５　（４２） Ｆ＝３．４１ｎｓ

２００８ ３２．５　±　３．３　（７２） ３７．６　±　４．１　（６０） Ｆ＝０．９７ｎｓ

流量（Ｌ／ｓ） ２０００ ２８．１　±　４．１　（２４） ３８．５　±　５．４　（１４） Ｆ＝２．３６ｎｓ

２００３ ２５．３　±　３．６　（１８） ４１．８　±　４．６　（１４） Ｆ＝８．２３＊＊
２００８ ５６．０　±　６．７　（２４） ４４．２　±　４．２　（２０） Ｆ＝２．０１ｎｓ

底質スコア （０～４） ２０００ 　３．１　±　０．１　（７２） ３．０　±　０．２　（４２） Ｕ＝１４０７．０ｎｓ

２００３ 　２．９　±　０．１　（５４） ３．０　±　０．１　（４２） Ｕ＝１０６４．０ｎｓ

２００８ 　３．４　±　０．１　（７２） ３．３　±　０．１　（６０） Ｕ＝２０８８．５ｎｓ

＊１　パラメトリックデータ（川幅，水深，流速）は一元配置分散分析（ＡＮＯＶＡ），ノンパラメトリックデー
タ（底質）はＭａｎ　ｎ　－Ｗｈｉｔｎ　ｅy のＵ検定による．ｎ　ｓ：有意差なし，＊＊＊：Ｐ＜０．００１で有意差あり

表２　流路外の環境変数（％データ）．（　）内はサンプル数．
項目 改修区 非改修区 有意確率 ＊１

低層カバー率（％） ２０００ １９．４　（７２） ３３．３　（４２） Ｐ＞０．０５
２００３ １４．８　（５４） ２１．４　（４２） Ｐ＞０．０５
２００８ ６６．７　（７２） ２１．７　（６０） Ｐ＜０．００１

高層カバー率（％） ２０００ 　０．０　（７２） ９７．６　（４２） Ｐ＜０．００１
２００３ 　０．０　（５４） ８５．７　（４２） Ｐ＜０．００１
２００８ ３０．６　（７２） ９３．３　（６０） Ｐ＜０．００１

＊１　Ｆｉｓｈｅｒ の正確確率検定

写真９４枚．
４）白馬村（１９９９ａ）アルペン競技会場地整備に係る

モニタリング状況報告書－１９９８年度分．６２ｐｐ＋写
真４６枚．

５）白馬村（１９９９ｂ）アルペン競技会場地整備に係る
モニタリング状況報告書－１９９９年度分．２４ｐｐ＋写
真３６枚．

６）井上幹生（１９９８）森と魚．森誠一編「魚から見
た水環境」，ｐｐ．１４５－１５７，信山社サイテック．

７）Ｉｎ　ｏｕｅ，　 Ｍ. ａｎ　ｄ Ｎａkａｎ　ｏ，　 Ｓ．（１９９９）Ｈａｂｉｔａｔ
 ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｌｏｎ　ｇ ｃｈａｎ　ｎ　ｅｌ－ｕｎ　ｉｔ ｓｅｑｕｅｎ　ｃｅｓ ｆｏｒ
ｊｕｖｅｎ　ｉｌｅ ｓａｌｍｏｎ　：　 ａ ｓｕｂｕｎ　ｉｔ－ｂａｓｅｄ ａｎ　ａｌyｓｉｓ ｏｆ
ｉｎ　－ｓｔｒｅａｍ ｌａｎ　ｄｓｃａｐｅｓ. Ｆｒｅｓｈwａｔｅｒ Ｂｉｏｌｏｇy，
４２，５９７－６０８．

８）北野　聡（２００１）河道切り替えに伴う河川生態
系復元プロセス～アルペン男女ゴールエリア
～．長野県自然保護研究所紀要４，別冊３：５５
－６２．

９）Ｍａｒk，　 Ｂ. Ｂ.，　 Ｆｉｎ　ｎ　，　 Ｊ. T. ａｎ　ｄ Ｂｒｏｏkｅ，　 Ｈ. Ｅ．（１９８５）
Ｑｕａｎ　ｔｉｆyｉｎ　ｇ ｓｔｒｅａｍ ｓｕｂｓｔｒａｔｅ ｆｏｒ ｈａｂｉｔａｔ
ａｎ　ａｌyｓｉｓ ｓｔｕｄｉｅｓ. Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａｎ　 Ｊｏｕｒｎ　ａｌ ｏｆ

Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ Ｍａｎ　ａｇｅｍｅｎ　ｔ，５，４９９－５００．
１０）長野県姫川砂防事務所（２００１）中畔沢・大楢川に

おける砂防事業に伴うモニタリング調査結果概
要，９ｐｐ．

１１）中野　繁（２００２）川と森の生態学．北海道大学
図書刊行会，札幌．

１２）瀬尾　均・鈴木和次郎（１９９９）水辺林の構造と
機能．太田猛彦・高橋剛一郎編「渓流生態砂防
学」，ｐｐ．１６－２５，東京大学出版会．

１３）Tａkａｍｉ，　 T.，　 Kｉｔａｎ　ｏ，　 Ｆ.，　 ａｎ　ｄ Ｎａkａｎ　ｏ，　 Ｓ．（１９９７）
Ｈｉｇｈ wａｔｅｒ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｉｎ　ｆｌｕｅｎ　ｃｅｓ ｏｎ　 ｆｏｒａｇｉｎ　ｇ
ｒｅｓｐｏｎ　ｓｅｓ ａｎ　ｄ ｔｈｅｒｍａｌ ｄｅａｔｈｓ ｏｆ ｄｏｌｌy ｖａｒｄｅｎ　
Ｓａｌｖｅｌｉｎ　ｕｓ ｍａｌｍａ ａｎ　ｄ wｈｉｔｅ－ｓｐｏｔｔｅｄ ｃｈａｒｒ
Ｓ. ｌｅｕｃｏｍａｅｎ　ｉｓ ｉｎ　 ａ ｌａｂｏｒａｔｏｒy. Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ
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長野冬季五輪から１０年後の自然保護対策における現状と課題

２－4  志賀高原横湯川支流カッパ沢の水質調査結果
～トンネル排水の影響～

北野  聡 ＊・富樫  均 ＊

　トンネル排水により鉄・ヒ素の流入がみられる横湯川支流カッパ沢において，水質および底生動物の生息状況を調査

した．トンネル排水は河川水に比べｐＨが酸性に偏り，電気伝導度が高かった．トンネル排水の水量は毎秒４Ｌで，沢

上流部における河川流量の約５％を占め，底生動物群集に影響をおよぼしていた．以上の傾向は約１０年前のモニタリン

グ調査結果とほぼ一致した．

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　はじめに

　長野冬季オリンピックにおいて，競技会場へのア
クセス道整備の一環として，国道２９２号から県道４７１
号（奥志賀高園線）を含む志賀ルートの建設工事が
行われた．工事では，既存の道路の狭小な幅員や急
カーブ区間を解消する目的で，４つの橋梁と３つの
トンネルが建設された．その中で志賀第３号トンネ
ル（延長１０７２．４ｍ，高さ４．５ｍ，幅８．５ｍ）が１９９５年
１２月に開通したが，掘削工事にともない相当量の地
下水が湧出し，その排水が近くの沢（横湯川支流の
カッパ沢）に流入した．１９９８年１１月の事業者による
モニタリング調査では，流入地点より下流側の沢水
で鉄およびヒ素の金属イオン濃度が高く，またｐＨ
もやや酸性に偏っており，水生昆虫類の種数，個体
数がともに少ないことが報告された１）．その後もト
ンネル排水は沢に流入し続けていることから，今回
その影響について確認調査を行った．

２　調査方法

　２００８年９月５日に志賀高原を流れるカッパ沢の４
地点（以下のＮｏ.�～4；図１参照）で，水質および
水生昆虫の生息状況について調査した．当日は晴れ
ており，降雨等による短期的な増水や濁りは認めら
れなかった．
Ｎｏ.�：トンネル地下水流入地点の水質に変化がな

い地点（流入地点の５０ｍ上流）
Ｎｏ.�：トンネル地下水流入地点直下の変色が見ら

れる地点（流入地点の２０ｍ下流）
Ｎｏ.3：Ｎｏ.�と Ｎｏ.4の中間地点（流入地点の４８０ｍ

下流）
Ｎｏ.4：沢の合流後の地点（流入地点の１，０００ｍ下

流）

　水質調査では，水温，流量（河川横断法により推
定）を現場にて測定したほか，ｐＨ，電気伝導度，鉄，
ヒ素の各項目については，５００㎖のポリエチレン製
サンプル管に各地点の表流水を採取して，研究室（環
境保全研究所安茂里庁舎）に持ち帰り定法により分
析を行った．
　水生昆虫類調査はコドラート調査による定量法に
より実施した．現地で２５㎝×２５㎝（離合社製サーバー
ネット，網地ＮGG４０）のコドラートを使用して水
生昆虫類を採集し，５％ホルマリン溶液で固定した．
その後，研究室に持ち帰り，できる限り下位の分類
群まで同定し計数した．

３　調査結果

３．１　水質調査結果
　水質調査結果の一覧を表１に示した．以下には水
質基準値と比較した結果について述べる．なお，
カッパ沢には水質基準の類型化指定が行われていな
いが，流入する横湯川には「生活環境の保全に関す
る環境基準」の「河川Ａ類型」の指定があり，カッ
パ沢についても同様にこの基準を当てはめた．また
鉄とヒ素の各項目については「河川Ａ類型基準」に
定められていないが，水道法に基づく水質基準値の
それぞれ０．３㎎／Ｌ以下および０．０１㎎／Ｌを適用した．

・ｐＨ（水素イオン濃度）
　調査を行った４地点でＡ類型河川の基準（ｐＨ６．５
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図１　調査地点位置図１）（Ｎｏ.�～ Ｎｏ.4が今回の調査地点，１～５は１９９８年１１月の調査地点）

Ｎｏ．1

Ｎｏ．2

Ｎｏ．3

Ｎｏ．4
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トンネル排水

Ｎｏ.�地点

Ｎｏ.4地点

Ｎｏ.�地点

Ｎｏ.3地点

図２　各調査地点の状況写真

～８．５）を満たした．ただし，トンネル排水は ｐＨ６．４
と基準を下回っており，トンネル排水合流直下にあ
るＮｏ.�の ｐＨ 値もやや酸性に偏った．ｐＨ値や流程
に沿った変化傾向は１９９８年のモニタリングデータと
極めて類似していた．

・電気伝導度
　河川水に比べトンネル排水の電気伝導度は明らか
に高かった．これはトンネル排水に金属類をはじめ
とする電解質が多く含まれたためと推察される．河
川水の値はＮｏ.�では低いが，トンネル排水合流後
の地点で上昇し，その後下流に向かって微増した．

・Ｆｅ（鉄）
　調査を行ったトンネル排水およびＮｏ.�で水道法
の環境基準値（０．３㎎ ／Ｌ）を超過した．トンネル排
水の鉄濃度は９．３㎎ ／Ｌ と環境基準値よりもはるかに
高く，流入直後のＮｏ.�での基準値超過の直接の原
因となったことがわかる．１９９８年の調査でもほぼ同
様で，Ｎｏ.�およびＮｏ.3で基準値を上回った．
　Ｎｏ.�の濃度については１９９８年に比べ１／１０以下と
なっていたが，今回の調査時の河川流量は１９９８年
の調査時よりも５．８倍程度多かったことを考慮する
と，１０年間でトンネル排水の水質が変わったという
よりも，調査時の河川流量の差が鉄の濃度に影響し
たと考えるほうが妥当であろう．１９９８年の調査では
トンネル排水流入地点より上流のＮｏ.�地点や，下
流の Ｎｏ.3，Ｎｏ.4でも微量～やや高い濃度の鉄が検
出されている一方，今回の調査では Ｎｏ.�，Ｎｏ.3，
Ｎｏ.4ともに環境基準値より低い＜０．１㎎ ／Ｌ となっ
た．これも河川流量が多かったために希釈された結
果と解釈できる．

・Ａｓ（ヒ素）
　河川の調査地点については，水道法および人の健
康の保護に関する環境基準値（０．０１㎎ ／Ｌ）を下回っ
た．しかし，トンネル排水のヒ素は０．０２３㎎ ／Ｌ と上
記基準値よりも高い値が検出された．また，１９９８
年の Ｎｏ.�の調査では，０．００６㎎ ／Ｌ と今回の３倍程
度の高い濃度となっていたが，この差についても上
記と同様に，河川流量が多いために希釈効果が働い
たものと考えられる．

３．２　水生昆虫類
　各調査地で実施したコドラート調査で確認された
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表１　水質調査結果（実施日２００８年９月５日）

項目 トンネル排水 Ｎｏ.� Ｎｏ.� Ｎｏ.3 Ｎｏ.4
水温（℃） １５．３ １２．４ １２．２ １２．８ １３．８
流量（Ｌ／ｓ） ４．０ ５３．７ ８６．９ １０９．４ 未測定
ｐＨ ６．４１ ７．１８ ６．９７ ７．１９ ７．２５
ＥＣ（ｍＳ／ｍ） １９．５８ ６．５０ ８．５８ ８．７７ ９．０２
ＳＯ４

２－（ｍｇ／Ｌ） ６６．３ １２．３ ２１．５ ２１．８ ��.�
Ｆｅ（ｍｇ／Ｌ） ９．３ ＜０．１ １．０ ＜０．１ ＜０．１
Ａｓ（ｍｇ／Ｌ） ０．０２３ ＜０．００２ ０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２

参考）同地点における過去の水質調査結果（実施日 １９９８ 年 １１ 月 ２０ 日：出典１））

項目 トンネル排水 Ｎｏ.� Ｎｏ.� Ｎｏ.3 Ｎｏ.4
水温（℃） データなし ２．０ １０．０ ４．０ ３．０
流量（Ｌ／ｓ） データなし ０．４ １５ ２８ ４５
ｐＨ データなし ７．５ ６．７ ７．４ ７．５
ＥＣ（ｍＳ／ｍ） データなし データなし データなし データなし データなし
Ｆｅ（ｍｇ／Ｌ） データなし ０．０４ ４．３ ０．６１ ０．２３
Ａｓ（ｍｇ／Ｌ） データなし ＜０．００２ ０．００６ ＜０．００２ ＜０．００２

種および個体数は表２の通りである．

・調査地点　Ｎｏ.�
　トンネル排水流入地点より約５０ｍ上流の位置で，
高さ５ｍほどの堰堤の約１０ｍ下流にあたる（図２－
ｂ）．流水には濁りはなく，河床にも異常は認めら
れなかった．確認された底生動物は１４分類群で個体
数についても３地点のうちもっとも多かった．カゲ
ロウ目の個体数割合は４５％，ユスリカ科個体数割合
は１５％であった．

・調査地点　Ｎｏ.�
　トンネル排水の流入地点の約２０ｍ下流にあたる
（図２－ｂ）．河床はトンネル排水の影響を強く受け
て赤褐色に変色していた．確認された底生動物は５
分類群２０個体であった．カゲロウ目の個体数割合は
１５％，ユスリカ科個体数割合は７０％であった．

・調査地点　Ｎｏ.3
　トンネル排水流入地点より４８０ｍ下流にあたる，
両側は切り立った深い谷となっており，河床勾配は
急であった．河床はＮｏ.�ほどではないがやや赤褐
色を呈した．確認された底生動物は４分類群９個体
であり，この値は調査した３地点でもっとも少な
かった．

・調査地点　Ｎｏ.4
　トンネル排水流入口より１，０００ｍ下流の位置であ

る．河床には赤褐色の部分は認められず，水温，
ｐＨ等にも異常は認められなかった．今回，底生動
物の調査は実施しなかった．

４　考察
　トンネル排水は㏗が酸性に偏り電気伝導度が高
かった．また，鉄やヒ素についても，依然として高
い濃度が検出された．トンネル排水量は毎秒４Ｌ程
度であるが，流入河川のカッパ沢もそれほど規模の
大きい沢ではないために，流入地点付近では水質な
らびに水生生物相へ相当の影響が現れていると考え
られる．
　たとえば，トンネル排水放流地点のＮｏ.�は，直
上に位置するＮｏ.�に比べると，出現する水生昆虫
の種数，個体数ともに極端に少なく，汚濁耐性の低
いカゲロウ類が少ない一方で汚濁耐性の高いユスリ
カ類が優占した．この傾向は，１０年前のトンネル開
通直後とほとんど変わっておらず，少なくとも局所
的にはトンネル排水が水生生物に影響を与え続け
ていると考えられる．１９９８年当時の調査は，晩秋の
１１月に実施され，トンネル排水の量や水質に関する
データがないものの，河川全体の流量が少ない時期
であり（Ｎｏ.�の位置で約１／６），トンネル排水の汚濁
負荷は相対的に高かったと考えられる．
　一方，この影響は放流地点より数百ｍ下流地点で
は周辺からの流入水等により緩和されると考えら
れ，Ｎｏ.3より下流ではカゲロウ目の個体数割合は上
昇し，ユスリカ類の優占度も低下した．これら流程
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に沿った回復傾向についても，１９９８年当時の調査と
ぼぼ同様の結果と考えられる．
　今回の底生動物調査では長野県レッドデータブッ
ク掲載種３）等の注目種は確認されなかったが，
１９９８年の調査では長野県留意種のミネトワダカワゲ
ラ（Ｓｃｏｐｕｒａ ｍｏｎ　ｔａｎ　ａ）が Ｎｏ.�，Ｎｏ.�地点で確認さ
れている．また，水生昆虫類の上位捕食者のイワナ
がＮｏ.3付近で今回目視確認されており，ハコネサ
ンショウウオも地点Ｎｏ.4における１９９８年の調査で
確認されている．今回の結果を見る限り，トンネル
排水による生物影響として，流域レベルの広域影響
は小さいと考えられる．しかし，局所に生息する水
生生物種については無視できない影響が続いている
ことが明らかである．
　このトンネルの近傍には発

はっ

哺
ぽ

温泉があり，施工箇
所の近くには強く熱水変質を受けた新第三系火山岩
類のまとまった分布が知られている４）．事業者によ
る環境影響評価書５）では，ルートが熱水変質を受
けた火山岩層中を通過することや温泉源が近いこと
が指摘されており，既存の地すべりへの影響や水源
や温泉への影響予測について記述されていた．しか
し，トンネル掘削による新たな酸性地下水の湧出は
全く想定されていなかった．本来このような熱水変
質をともなう火山岩地域をルートとする場合には，
酸性地下水の湧出や掘削後の地盤の変状などを生じ
やすいため，　可能な限り工事を避けるか，工事区
間を短くする配慮とともに，そのような事態が起
こった場合への対応を含めた検討をしておくことが
望ましい．今後の工事や環境影響評価にあたって十
分に留意すべきであろう．
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２－５  白馬村オリンピック滑降競技会場付近のギフチョウ生息地の保全

須賀　丈 ＊・尾関雅章 ＊・浜田　崇 ＊＊・岸元良輔 ＊

　白馬村に長野冬季オリンピックの滑降競技施設が造成された際，そのゴールエリア付近のギフチョウの生息地で，保

全対策として食草ミヤマアオイの移植と林床の下層植生の刈り取りが行われた．そこでこの場所に処理の異なる３種類

の調査区を設け，下層植生の刈り取りの有無やその頻度によってギフチョウの産卵にどのような効果があるかを１１年間

継続して調査した．その結果，ギフチョウによる産卵は毎年刈り取りをした区画でもっとも多くなり，刈り取りをしな

かった区画でもっとも少なくなる傾向がみられた．４年に１回の刈り取りをした区画では，刈り取りの直後には産卵が

多く，毎年刈り取りをした区画との産卵数の差がなかった．しかしその後放置して年数を経過すると毎年刈り取りをし

た区画との差が生じた．ギフチョウの産卵の有無にかかわる環境条件をロジスティック回帰モデルで分析した結果，食

草の密度が高く，林縁に近く，開空度が大きいかまたは低木の密度が小さい場所でギフチョウが産卵しやすくなる傾向

のあることがわかった．これらのことから，下層植生の刈り取りは食草の多い場所にギフチョウがたどりつきやすいよ

うなひらけた空間をつくりだすことによって産卵場所を多くする効果をもち，その効果を高く保つためには継続的な植

生の管理を行うことが重要であると考えられる．

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０
＊＊ 長野県環境保全研究所循環型社会部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　ギフチョウと白馬村　―調査地の経緯―

　白馬村はギフチョウ（Lｕｅｈｄｏｒｆｉａ ｊａｐｏｎ　ｉｃａ）とその
近縁種であるヒメギフチョウ（L. ｐｕｚｉｌｏｉ ｉｎ　ｅｘ　ｐｅｃｔａ）
の両種（いずれもアゲハチョウ科）が生息する場所
として知られており１），２），ともに村の天然記念物
に指定されている．両種はいずれも落葉広葉樹林や
その林縁付近を主な生息場所とするものの，広域的
には地理的なすみ分けがみられる．ギフチョウは東
北地方の日本海側から中国地方にかけて西日本を中
心に広く分布する本州の固有種である．それに対し
ヒメギフチョウは中部地方以北の本州と北海道・朝
鮮半島・中国東北部・ロシア南東部に分布する．長
野県にはその分布の境界があり，白馬村・小谷村の
一帯と飯山市の周辺は両種の混生地がある点で特徴
的である．ギフチョウとヒメギフチョウはそれぞれ，
国のレッドデータブック３）で絶滅危惧Ⅱ類と準絶
滅危惧，長野県のレッドデータブック４）で準絶滅
危惧と留意種にランクされている．いずれにおいて
もギフチョウの方が絶滅の危険度が高いとみなされ
ている．長野冬季オリンピックの環境対策では，こ
のギフチョウの生息地の保全が課題となった．
　ギフチョウは春先の落葉広葉樹林で，その明るい
林床や林縁に育つカンアオイ類に平均１０個ほどの卵

をかたまり（卵塊）で産み，孵化した幼虫がその葉
を食べて成長する．２０世紀半ばのエネルギー革命以
後，人里の生活様式が大きく変わり，雑木林が利用
されなくなるのにともなって林床植物が生い茂るよ
うになったことが，開発による生息地自体の破壊や
採集者による乱獲とならんで本種の衰退の要因にあ
げられている３），４）．つまり伝統的な生活のなかでの
里山の利用がギフチョウにとって好適な環境をつく
りだすことに役立ってきたと考えられており５），６），
そのような環境を保つための刈り取りなどの植生管
理を行うことが生息地を維持する上で重要とされて
いる．しかしその効果についての実証的なデータは
乏しい．
　長野冬季オリンピックのアルペン滑降競技会場と
ジャンプ台が白馬村に造成された際，ギフチョウの
生息地が影響を受けることが明らかとなり，ギフ
チョウの食草であるミヤマアオイ（Ａｓａｒｕｍ ｆａｕｒｉｅｉ
 ｖａｒ. ｎ　ａkａｉａｎ　ｕｍ）の移植などの対策が行われた．
１９９０年にはジャンプ台の建設予定地から近隣の場所
に約２０００株のミヤマアオイが移植された ．アルペ
ン競技会場では１９９５年，ゴールエリアの造成地区か
ら隣接する残置森林にミヤマアオイ約４３００株が他の
数種類の植物とともに移植された８）．これら移植さ
れた植物の活着状況やギフチョウの産卵状況のモ
ニタリングが，事業者によって数年間行われた７），
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図１　調査区内の処理区の配置．１：毎年区，２：
４年区，３：対照区．Ａ，　Ｂ，　Ｃは相互に同一の
処理の反復を示す．

８），９），１０）．なお，これらの場所は混生地ではなく，
ヒメギフチョウの保護対策が問題となることはな
かった．
　この事業者によるモニタリングの過程で，森林内
の下層植生の繁茂がギフチョウの産卵をさまたげて
いる可能性が指摘された８）．そこでこの指摘を受け
て，長野オリンピック冬季競技大会組織委員会（Ｎ
ＡＯＣ），白馬村，長野県などの関係者により，下
層植生の刈り取りが行われた９）．この刈り取りの効
果を検証するため，われわれは事業者によるモニタ
リングが行われていたアルペン滑降競技会場ゴール
エリアの残置森林内に調査区を設定した．
　調査区内には，１回だけ刈り取りをしてその後放
置する区画，毎年刈り取りをする区画，何もせずに
放置する区画の３種類の区画を設けた．これらの区
画の設定は１９９７年秋に実施された上記の刈り取りの
際に行い，その後３年間ギフチョウによる産卵の状
況などの経過を調査して，結果を２００１年に報告書に
まとめた１１）．そこではギフチョウによる産卵が３年
目に大きく増えたこと，とくに毎年刈り取りを行っ
た区画に産卵が集中する傾向がみられたことなどを
示した．
　この調査はその後も継続して行い，最初に刈り取
りをして放置した区画については４年おきにあらた
めて刈り取りをして経過をみることとした．また
２００５年と２００６年には，ギフチョウがどのように産卵
場所を選択しているかについて，食草・植生・光環
境・地形などの面から詳細な調査を行い，結果を
２００７年に報告した１２）．本報告ではこの調査区におけ
る２００８年までの計１１年間の調査結果をとりまとめ，
ギフチョウの産卵場所選択に関する２００７年の報告１２）

の概要とあわせて，森林内の下層植生の刈り取りが
ギフチョウ生息地の保全にとってどのような意味を
もつのかを示したい．

２　調査地と方法

　調査地は，白馬村のスキー場下部（標高約８００ｍ）
に島状に残る落葉広葉樹林（二次林）である．高木
層にはミズナラが優占し，ホオノキ・アカマツ・ク
ロベなどが混生する．林床には低木のほかギフチョ
ウの食草であるミヤマアオイ，吸密植物となるカタ
クリなどの草本がみられ，一部の区域ではクマイザ
サが優占する．周囲はスキー場の造成のため伐採さ
れている．南側に隣接する区域は調査地と連続する

森林であったが，伐採されオリンピック競技会場と
して利用された後，樹木の植栽が行われた．
　この調査地に３０ｍ×１８０ｍの調査区を，長辺が調
査地の林縁に位置するよう設定した１１）．そしてこの
調査区内をさらに３０ｍ×２０ｍの処理区（９区）に分
割し，刈り取りの頻度の異なる２種類の処理区と刈
り取りをしない対照区とに振り分けた．すなわち，
１：４年おきに刈り取りをする区（４年区）
２：毎年刈り取りをする区（毎年区）
３：刈り取りをしないで放置する区（対照区）

の３種類の処理区に分け，各処理区を隣接させて３
反復配置した（図１）．刈り取りは，最初１９９７年秋
に４年区と毎年区で行った後，翌年以降晩秋または
春のギフチョウの産卵がはじまる前の時期に実施
した．４年区では２００１年秋と２００６年春に刈り取りを
行った．つまり１９９８年・２００２年・２００６年のギフチョ
ウの産卵期に，林床の下層植生が刈り取られた状態
になるように４年区の処理を行った．
　各処理区のギフチョウの産卵数，食草の密度およ
びこれらと光環境などとの関係を調べるため，９つ
の処理区内をさらに５ｍ×５ｍの小区画（処理区あ
たり２４区画，計２１６区画）に分割した．そしてすべ
ての小区画についてギフチョウの卵塊数・総産卵数，

ミヤマアオイの葉の数を毎年記録した．この調査は
１９９８年から２００８年にかけての毎年，ギフチョウの産
卵期の終わりに近い時期にあたる５月下旬から６月
初旬に実施した．
　またギフチョウによる産卵環境選択の実態をより
詳細に把握するため，長辺１８０ｍの調査区の中央部
分に位置する３つの処理区（３種類１反復：図１の
Ｂ）で，小区画ごと（処理区あたり２４区画，計７２区
画）の光環境・植生環境・地形環境を２００５年と２００６
年に測定した１２）．光環境には全天に占める空域の面
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図２　ギフチョウの卵塊数の処理区による各年にお
けるちがい（４年区では１９９８年，２００２年，２００６年の
産卵期の前に刈り取りを行った）．

図３　ギフチョウの総卵数の処理区による各年にお
けるちがい（４年区では１９９８年，２００２年，２００６年の
産卵期の前に刈り取りを行った）．

図４　ミヤマアオイの葉の数の処理区による各年に
おけるちがい．

積比を示す開空度を用い，地上５０㎝の高さで撮影し
た全天空写真の画像から値を算出した．撮影はギフ
チョウの産卵の調査と同時期に行った．植生環境に
ついては，胸高直径１㎝以上の樹木の毎木調査を行
い，樹高５ｍ未満の低木の密度，および樹高５ｍ以
上の上層木（亜高木・高木）の密度を小区画ごとに
まとめた．地形環境としては，測量結果から各小区
画の中心点の比高（ｍ）を推定し，そこから起伏量
を求めた．起伏量は，各小区画と四方に接する小区
画の比高の最大値と最小値の差とした．
　これらの調査結果から，下層植生の刈り取りの仕
方によってギフチョウの産卵数や食草の密度がどう
変わるのか，またギフチョウの産卵環境選択に対し
て食草の密度や光環境・植生環境・地形環境などが
どうかかわるのかを検討した．産卵環境選択につい
ては，ロジスティック回帰分析により産卵に影響す
る環境条件を調べた１２）．この分析では各小区画内で
のギフチョウによる産卵の有無（１または０の値を
とる）を目的変数とし，その小区画の食草の葉の
数・林縁からの距離・上層木の数・低木の数・開空
度・起伏量を説明変数として回帰モデルを構築し，
ステップワイズ法により赤池の情報量基準（ＡＩＣ）
が最小となるモデルを選択した．統計解析には Ｒ－
２．４．０　ｆｏｒ　Ｗｉｎ　ｄｏwｓ  １３）を用いた．

３　結果

　ギフチョウの産卵数（卵数・卵塊数）は，毎年区
でもっとも多く，対照区でもっとも少なくなる傾向
がみられた（図２，図３）．モニタリングを開始し
た当初は処理区のあいだにあまり差がなかったが，
３年目の２０００年から差が生じ，産卵数が毎年区＞４
年区＞対照区の順となる傾向がみられた．つまり刈
り取りの頻度が高い場所ほどギフチョウの産卵密度
が高くなる傾向がみられた．４年区では，刈り取り
をした直後の２００２年と２００６年に産卵数が毎年区とほ
ぼ同じ水準を示し，その後，年を追うとともに再び
毎年区との差がひらいた．一方，食草の葉の数は，
その変化が産卵数のように植生の処理の仕方による
ちがいとして現われなかった（図４）．
　産卵された小区画とされなかった小区画の環境条
件を２００５年と２００６年のデータで比較すると１２），食草
の密度（小区画あたりの葉の数）は両年とも産卵され
た区画の方が多かった（ｐ＜０．００１， Ｗｉｌｃｏｘ　ｏｎ　検定）．
開空度は展葉の比較的進んでいた２００５年に差がみと

められず，展葉がそれほど進んでいなかった２００６年
には産卵された区画で多かった（ｐ＜０．０５， Ｗｉｌｃｏｘ　ｏｎ　
検定）．低木の密度は両年とも産卵された区画で低
く（ｐ＜０．０５， Ｗｉｌｃｏｘ　ｏｎ　 検定），上層木の密度と地
形環境（起伏量）には差がみとめられなかった．
　ギフチョウの産卵の有無に対する小区画の環境条
件（食草の密度・林縁からの距離・上層木の密度・
低木の密度・開空度・起伏量）の効果についてロジ
スティック回帰モデルを作成し，ＡＩＣによる変数
選択を行った結果，２００５年は食草の密度・林縁から
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２００５年 ２００６年
変数 偏回帰係数 標準誤差 ｐ オッズ比 偏回帰係数 標準誤差 ｐ オッズ比

定数（切片） －０．５０ ０．９４５ ０．５９６ ０．６１ －３３．０９ １１．２７０ ０．００３＊＊ 　０．００
林縁からの距離 －０．１５ ０．０５９ ０．０１３＊ ０．８６ 　－０．１４ 　０．０７１ ０．０５３ 　０．８７
食草の密度 　２．１５ ０．０７４ ０．００２＊＊ ８．５５ ３．０７ １．０６１ ０．００４＊＊ ２１．５７
低木の密度 －０．４８ ０．２４７ ０．０５４ ０．６２
開空度 １．２１ 　０．４３１ ０．００５＊＊ 　３．３５
食草の密度の一増分は，葉の数１００枚とした．＊：ｐ＜０．０５，　＊＊：ｐ＜０．０１．

表１　ロジスティック回帰分析でＡＩＣを用いて選択された最終モデル１２）より．

の距離・低木の密度，２００６年は食草の密度・林縁か
らの距離・開空度がそれぞれ説明変数として選択さ
れた（表１）．すなわちギフチョウの産卵する確率
が，２００５年には食草の密度が高く（ｐ＜０．０１），林
縁に近く（ｐ＜０．０５），低木の密度が低い場所で高
く，２００６年には食草の密度が高く（ｐ＜０．０１），林
縁に近く，開空度が高い（ｐ＜０．０１）場所でそれぞ
れ高くなったことが示された．
　なお，変数選択で得られたロジスティック回帰モ
デルに実際のデータをあてはめ，産卵確率が ０．５よ
り大きい場合に産卵あり，産卵確率が ０．５以下の場
合に産卵なしとしてモデルの予測率をみると，２００５
年のモデルでは実際に産卵された場所の５０％，２００６
年のモデルでは実際に産卵された場所の６２％が正し
く予測された１２）．

４　考察

　刈り取り実験をともなう１１年間のモニタリングの
結果，ギフチョウの産卵数は刈り取りの頻度の高い
処理区ほど多くなり，４年区では刈り取り後の年数
が経過すると毎年区との差が大きくなるという傾向
がほぼ一貫してみられた（図２，図３）．一方，食
草の葉の数にはそのような傾向がみられなかった
（図４）．また産卵された小区画とされなかった小区
画の環境条件を比較すると，産卵された小区画の方
が食草の密度が高く，低木の密度が低かった．さら
にロジスティック回帰分析の結果，ギフチョウが産
卵する確率は，食草の密度が高く，林縁に近く，低
木の密度が低いかまたは開空度が高い小区画で大き
くなることがわかった（表１）．
　これらのことから，下層植生の刈り取りは，林内
の地上付近の空間を広げ食草の多い場所にギフチョ
ウがたどりつきやすくすることによって産卵を促進

する効果をもたらすと考えられる．ギフチョウのメ
スは地上３０㎝付近の高さを飛び，食草や他の植物に
着地して前脚でさわることを繰り返し，食草への着
地が多くなった場所で産卵をはじめるとされる１４）．
刈り取りを行うとギフチョウがこの高さを飛びやす
くなり，食草以外の植物への着地の頻度が小さくな
るため，産卵がおこりやすくなると考えられる．林
縁の近くでこの効果が大きいのは，林縁に形成され
るマント群落が刈り取りで除去され，空間が大きく
広げられて食草の多い場所にアクセスしやすくなる
ためであろう．
　ギフチョウではこのような実証的なデータが乏し
いが，近縁種のヒメギフチョウでは，群馬県の赤城
山麓で１５年にわたり発生推移を調査した際，下草の
除去による環境変化が産卵数の増加をもたらしたと
する報告がある１５）．この場合にも，同じような機構
がはたらいているのかもしれない．
しかしこの刈り取りによる産卵促進の効果は，刈り
取りの直後に大きく，その後刈り取りを中断して放
置すると毎年刈り取りをした場合との差が大きくな
る傾向がみられた（図２，図３）．したがってこの
効果を高く保つためには，年１回程度の高い頻度で
刈り取りをくりかえすことが必要である．おそらく
刈敷などの伝統的な里山利用が行われていた時代に
は，利用の結果として，そのような状況が自然につ
くりだされていた場合が多かったのであろう．
　調査地で産卵したギフチョウがここに孤立した状
態で発生をくりかえしている個体群のものか，それ
とも周囲の生息地から移入したものを含んでいるの
かは不明である．しかし個体識別法による調査の結
果によると，ギフチョウの成虫では１㎞を越える移
動もしばしばみられるという１６）．今回の調査地の周
辺にはほかにもギフチョウの生息地がある．そのた
め，それらの場所から移入した成虫が産卵に加わっ
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ている可能性があり，また逆にこの調査地で羽化し
た成虫が周辺に移出している可能性もある．した
がって今回の結果は，そうした移出入のありうる状
況で刈り取りが産卵密度にもたらす効果を示してい
ると考えるのが望ましい．この結果を孤立した個体
群を永続させるための管理の手法などに応用するた
めには，過密化による食草の食いつくしの危険性な
ど，他の要因をあわせて考慮する注意が必要である．
　この調査では，毎年１回５月下旬から６月上旬の
ほぼ決まった時期にギフチョウの卵やミヤマアオイ
の葉の数のカウントを行った．しかし気象条件など
により年によって産卵活動の期間がずれる可能性も
あるため，厳密にはこれらのデータが産卵数の年次
変動を正確に表しているとはいえない．しかしこの
白馬村の調査地では，この時期にはそれまでの時期
に産まれた卵塊がまとまってみられ，早く産まれた
卵塊が孵化している場合でも葉裏に密集した一齢幼
虫の段階にとどまっていることがほとんどであっ
た．したがってこれは，かなり簡便に全体の傾向を
つかむことのできる方法であり，またその年の各処
理区のあいだでのちがいをみる上ではこの方法で十
分である．このようなデータがあれば，予想しない
事態が生じたときにも生息地の管理の仕方を調節し
やすいであろう．

５　おわりに

　ギフチョウ・ヒメギフチョウの保護活動は全国各
地で行われており，生息地の植生の刈り取りなどの
作業をともなうものもそのなかには少なくない．今
回の調査の方法や結果が，それらの活動とともに，
白馬村でも今後そのような活動の展開の一助となれ
ばさいわいである．
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ｏｆ Lｕｅｈｄｏｒｆｉａ ｊａｐｏｎ　ｉｃａ Lｅｅｃｈ（Lｅｐｉｄｏｐｔｅｒａ ：　
Ｐａｐｉｌｉｏｎ　ｉｄａｅ）．Ｉ. Ａ ｐｒｅｌｉｍｉｎ　ａｒy ｓｔｕｄy ｏｎ　 ｔｈｅ
 ａｄｕｌｔ ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ　. Ｒｅｓ.Ｐｏｐｕｌ.Ｅｃｏｌ.，　　２６：１－１２．
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２－６  志賀高原のエコロード施設における野生動物の利用状況の変遷

前河正昭 ＊

　１９９８年から２００７年までの長野県山之内町志賀高原国道２９２号線に設置されたエコロード施設における野生動物の利用

状況の変化について既往の報告書のデータを用いて分析した．自然保護研究所による１９９８年～２０００年の調査では，エコ

ロードを利用したほ乳類（コウモリ類の１種を含む）は９種であり，大型ほ乳類の利用は皆無であった．しかし，２００２

年以降の中野建設事務所の調査では，大型ほ乳類のツキノワグマ，ニホンカモシカを含め，新たに１１種の利用が確認さ

れ，時間の経過とともにエコロードの存在を認知し利用するほ乳類の種数が増えることが示唆された．しかし２００２年か

ら２００７年までのエコロード１地点あたりの平均利用頻度は０．３～３．７（回／３０日）であり，共用後１０年を経ても利用頻度

が決して高いとはいえなかった．ノネコは２００２年までエコロードの主要な利用者であったにもかかわらず，２００３年以降

現在まで利用が確認されなくなった．

キーワード：エコロード，利用頻度

表１　エコロードを利用した野生動物の年次変化

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　はじめに

　志賀高原では，長野冬季オリンピックの関連事業
としてエコロード施設（本報では車道に付帯した野
生動物のための移動経路と定義する）が６箇所施工
され１９９７年から供用されている．前河（２００１）は，
１９９８年から２０００年までの期間について，このうちの

３箇所のエコロード施設について，自動撮影によ
りほ乳類の移動実態をモニタリングした１）．その後
２００１年度の１年間の空白を経て，中野建設事務所に
より，２００２年から２００７年まで同様のモニタリングが
継続されている２）～７）．
　本報では，これらの既往のデータを用いて過去１０
年間のほ乳類によるエコロードの利用実態とその変
遷について整理する．
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図１　２００２年（ｈ１４）から２００７年（ｈ１９）までの出現種毎のエコロードの利用頻度（回／３０日）
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表２　エコロード１地点あたりの平均出現種数と
      平均利用頻度（３０日あたり）の年次変動

年度 総出現種数
１地点あた
りの平均出
現種数

のべ利用
回数

のべ撮影
日数

６地点のの
べ利用頻度
（/３０日）

１地点あた
りの平均利
用頻度
（/３０日）

２００２ ６ １．３ １３ ２１９ １．８ ０．３
２００３ １３ ４．０ ２６５ ６８７ １１．６ １．９
２００４ ９ ３．５ ４０８ ５８０ ２１．１ ３．５
２００５ １６ ６．５ ４８５ ８０９ １８．０ ３．０
２００６ １３ ４．７ ２９１ ４４４ １９．７ ３．３
２００７ １２ ５．２ ５３５ ７２７ ２２．１ ３．７

平均値 １１．５ ４．２ ３３２．８ ５７７．７ １５．７ ２．６

２　結果・考察

　エコロードを利用した野生動物（コウモリ目を含
むほ乳類）は，種を特定できていないものも含める
と計２０種となった．
　前河（２００１）でエコロードの利用が確認されたの
は，イタチ，テン，キツネ，タヌキ，ニホンザル，
ノウサギ，ノネコ，ネズミ科の一種，コウモリ目の
一種の計９種であったが，２００２年以降の調査では，
さらにアナグマ，オコジョ，カワネズミ，ツキノワ
グマ，ニホンカモシカ，ニホンリス，ハクビシン，
ヒミズ，イタチ科の一種，トガリネズミ科の１種，
モグラ科の１種が確認されている．
　ハクビシンは２００３年から毎年出現していた．本種
は外来種であるかどうかが判然としない種ではある
が，２００２年以前には志賀高原に分布していなかった
ものが，２００３年以降，分布を拡げている可能性があ
る．
　ノネコは２００２年までエコロードの主要な利用者で
あったにもかかわらず，２００３年以降はまったく利用
しなくなっている．このように途中からエコロード
を利用しなくなった種はノネコのみであった．
　２００２年から２００７年までの，各出現種毎の利用頻度
を図１に示す．
　複数のエコロードをほぼ毎年利用している種は，
タヌキ，ハクビシン，テン，ノウサギであった．ネ
ズミ科の一種は，複数の種類のネズミが含まれてい
る可能性があるものの，エコロードを最も頻繁に利
用するほ乳類であるといえる．
　大型ほ乳類の中でニホンカモシカは毎年いずれか
のエコロードを利用していたが，ツキノワグマに関
しては２００３年に Ｎｏ.�のエコロードで一度だけ利用
されただけでそれ以外の年での利用は皆無であっ
た．ニホンリス，オコジョの利用頻度も極めて少な
く，ツキノワグマと同様に，どちらかといえば偶発

的な利用と考えられる．
　６箇所のエコロード１地点あたりの平均出現種数
と平均利用頻度（３０日あたり）の年次変動を表２に
示す．
　エコロード１地点あたりの平均利用頻度は，０．３
～３．７回（／３０日），平均出現種数は１．３種～６．５種で
あった．最も利用頻度が多かった２００７年でもエコ
ロード１地点あたりなんらかのほ乳類が１ヶ月に平
均３．７回利用していたということである．これらの
エコロードが野生動物の移動経路として施工されて
いることを考えれば，そのわりには利用頻度は決し
て多いとはいえなかった．

おわりに

　エコロード施設は通常であれば，交通量が多く，
複数の車線があり道幅が広い，高速道路などで設置
されるものである．また，志賀高原のような，片道
１車線ずつの山岳地帯の車道であれば，必ずしも野
生動物の横断，移動を著しく妨げているとは限らな
いという見方もあるだろう．本調査地で，野生動物
のエコロードの利用頻度が概して低い理由の一つに
は，野生動物が安全な横断場所を各自で判断し，エ
コロードを利用せずに道路を横断することができる
道路環境にあるということが考えられる．
　このような山岳道路では，エコロード施設をたと
え無数に施工したとしても，ロードキル（野生動物
の交通事故）の件数注）を減らすことは困難であろう．
前河（２００１）では，道路を横断しに来た野生動物を
エコロードに誘導するための付帯施設の整備が提言
されていたが，この志賀高原において，これらが具
体化することは今までなかった．
　依然として続くロードキルをなくすためには，利
用頻度の違いをもたらす要因について分析し，施設
の構造等の改善を図ることや，自動車の速度制限や，
動物の横断に注意を喚起するための看板の増設など
も検討する必要があると考える．

注）：ロードキルの件数としては，１９９９年～２００７年まで

の間に１５件が報告されている７）．

文献

１）前河正昭（２００１）志賀高原のエコロード対策工
における設置効果モニタリング．長野県自然保
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２－７  長野冬季オリンピックから１０年後の主な屋外施設の現状

富樫　均 ＊

　長野冬季オリンピックに関連して整備された屋外施設について，開催から１０年後の現状について調査した．その結果，

新設された競技会場では，維持管理と後利用に苦慮している施設が多かった．その理由として，国内競技人口の少なさ

や，五輪競技用に設計されたコースが一般利用に不向きであることなどがあげられた．今後のオリンピックにおける既

存施設の利用は，環境保全や省資源のためのみならず，大会後の施設の有効な後利用をすすめるためにも重要である．

会場間を結んだアクセス道路には，地域の主要な生活道路となっているものや，林道等が含まれる．アクセス道路の整

備によって，急激な宅地開発を促進した例があり，自然改変の規模も大きかったことから，早い計画段階における総合

的な環境配慮の必要性を指摘した．

キーワード：長野冬季オリンピック，施設整備，１０年後，後利用，課題

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　はじめに

　長野冬季オリンピック競技大会（以下長野大会）
において，自然環境の改変と自然保護との関連が注
目された主な施設について，管理者への聞き取りと
現地調査を行った．屋外競技会場とアクセス道路と
いうタイプの異なる施設に分け，五輪開催後１０年と
いう時間経過を含めて，各施設共通の課題と個別の
課題について現状をまとめた．

２　調査対象と調査方法

　調査対象とした１２の施設を表１に示す．施設の選
定は，富樫（２００１）１）と同様に，各施設の「施工内容」
と「大会時の機能」と「施工時期」を考慮し，絞り
込みを行った．具体的には，新しく整備された施設
で，山林開発をともない，自然環境への影響が注目
された屋外施設を対象とした．さらに，オリンピッ
クの開催・運営に際して不可欠な役割を果たし，「オ
リンピック招致決定（１９９１年６月）以後に工事がな
された施設」に対象を絞り込んだ．高速道路と新幹
線は，対象から除外した．表１には，対象とした施
設とその施工規模を示す．自然環境改変の規模とし
て，「改変面積」と「伐採立木本数」に着目すると，
１施設としてはクロスカントリー会場がもっとも規
模が大きく，平均移動土量に着目すると白馬ルート，

浅川ルート，志賀ルートのアクセス道路の規模が大
きかった．これらの結果は，長野大会において総量
としてみれば，競技会場の建設よりもむしろアクセ
ス道路建設にともなう自然環境への影響が大きかっ
たことがわかる２）．
　調査にあたって，各施設の現在の管理主体に照会
し，長野大会後の経緯や現状等に関する複数項目に
ついてヒアリング調査を行い，現地で確認調査を
行った．調査期間は２００８年４月から２００９年３月まで
としたが，場所や施設によってはそれ以前に収集し
たデータを含めて整理した．

３　調査結果

　表２に各施設の現状と課題等に関するデータを整
理した．表には環境アセスメントや追跡調査（モニ
タリング）の実施状況についても併せて示した．全
体的に，競技会場では環境アセスメントやモニタリ
ングが行われた例が多いが，アクセス道路について
は，環境アセスメントが行われた例は少ない．モニ
タリングは，環境アセスメントを実施した施設で
あっても概ね供用後３年で終えており，例外的に志
賀ルートの道路において２０年後までのモニタリング
が予定されている．ただし，志賀ルートにおいて今
後モニタリング調査が予定されている項目は，法面
緑化回復状況とロードキルデータの整理，緑化移植
木の状況，そして交通騒音に限られる．貴重種や注
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表１　調査対象施設一覧

タイプ 施設名
（五輪開催時） 所在地

自然改変の規模※
備考敷地面積

（㎡）
改変面積
（㎡）

平均移動土量
（㎥）

伐採立木本数
（本）

　

競
技
会
場

① ジャンプ 白馬村 １１９，７０８ ５５，８３７ ２５０，０００ ５，５００ 五輪招致決定前
に着工

② ボブスレー・
リュージュ 長野市 １７６，０００ ８３，０００ １１４，０００ ５，２００ 　

③ クロスカント
リー 白馬村 ３８６，０００ ３２５，８５６ ２７３，８１２ ４８，０００

④ バイアスロン 野沢温泉村 ２３６，０００ １４４，０００ １３７，１００ ９，４１３ 白馬村から会場
変更

⑤ アルペン滑降
（ゴール） 白馬村 ２５０，０００ ５９，０００ ７６，０２３ ３，７００

五輪開催後に河
道復元工事を施
工

ア
ク
セ
ス
道
路

⑥ 白馬ルート 長野市～白馬村 ５２７，８３８ ４８０，８３８ ４９４，８０３ １９，４２８

⑦ 浅川ルート 長野市 ９６，０００ ８３，８００ ５６０，６００ ８，２３９ （ 長 野 ～ 飯 綱ルート）

⑧ 志賀ルート 山ノ内町 １７９，８１５ １７９，８１５ ３９４，９６０ １０，０９８ 国道２９２号・奥
志賀公園線

⑨ 林道咲花線 白馬村 １７，２８８ １６，４１０ ２７，１１８ １，６２３ 村に移管

⑩ 農道１号線 白馬村 １７，３００ １７，３００ ６４，４７４ ３，２８６ 村に移管

⑪ バイアスロン
（アクセス道路） 野沢温泉村 １５，９９６ ２，０８８ ２０，０５０ ６５７

⑫ 林道焼額線 山ノ内町 ２３，０００ ２３，０００ ４４，６２０ ３，８９４ 町に移管

※：改変規模の数値は富樫（２００１）２）による

目種の移植植物の生育状況の確認については，アセ
ス実施時には供用後２０年後までのモニタリングが予
定されていた．しかし，その後モニタリング計画が
変更され，供用から１年後の定着成否確認までしか
行われていない．

４　各施設の現状と課題

４．１　主な屋外競技会場
　新設の競技会場では，ほぼすべての施設において
年間の支出に対する収入がマイナスで，所有する自
治体にとって施設の維持管理が財政的な負担となっ
ていた．その理由として，極端に国内の競技人口が

少ない競技（ボブスレー・リュージュ競技やバイア
スロン競技）があったことや，五輪競技用に設計さ
れたコースでは，コースの距離や勾配の面で一般の
人が利用しにくい（クロスカントリー・バイアスロ
ン）という理由があげられた．
　バイアスロン競技会場では，オリンピック開催後
にこの会場を使った同種の競技が一度も開催されて
いない．これには日本国内の「銃刀法」に関わる制
約が大きく，そのため今後も開催される見通しは
立っていない．この状況にたいし，オリンピック競
技場を「文化遺産」と考え，五輪後にワールドカッ
プ大会などの開催に活用するヨーロッパ諸国から，
日本は近代五種・バイアスロン競技を軽視している
として非難されている３）．
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図１　ジャンプ会場のリフト使用量と管理経費の推
移（県スポーツ課資料をもとに作成）

　春～秋にかけては，メイン会場に芝を張ってサッ
カーグラウンドとし，あるいは敷地内での自然体験
活動やＭＴＢ（マウンテンバイク）等に利用するな
どの工夫がされている．しかし，利用する範囲は施
設の一部であり利用時期も限られていた．また，ジャ
ンプ会場やボブスレー・リュージュ会場のように，
競技だけでなく通年を通して見学者を受け入れる施
設もある．図１はジャンプ会場のリフト使用料と維
持管理費の推移を示したものである．ジャンプ会場
は，長野五輪招致決定前に着工していたことから完
成も早く，オリンピック前後を通じての施設への関
心の高まりとその変化の様子がよくわかる．図で見
るかぎり，見学者数増加にあらわれた五輪効果は五
輪開催の１９９８年をピークに数年以内に留まったこと
がわかる．なお，ボブスレー・リュージュ会場につ
いては，２００７年から当該施設がナショナルトレーニ
ングセンター（ＮＴＣ）競技別強化拠点に指定され
た．それにより国からの助成が得られるようになり，
当面の赤字運営は解消されている．
　また，時間の経過とともに施設の老朽化が顕在化
しつつある．当時工事発生材料の有効利用として，
造成時に伐採された木を土留めや階段等に積極的に
利用した．しかし，発生材をそのまま使ったところ
は腐朽も早く，１０年が経過すると目的とした機能が
損なわれつつある箇所が目立つ．コンクリートや
マット等にも劣化があるため，今後さらに維持管理
費が増加する可能性が高い．
　さらに，山林を切り開いて造成され，日常の利用
が少ない競技会場では，２００８年秋からイノシシによ
る芝生やチップ材敷設箇所の掘り起こしという新た
な被害が出てきた（クロスカントリー会場・バイア
スロン会場）．近年イノシシやシカは県の北部に分
布を拡大しており，里山の獣害問題とも関連して今
後深刻な課題になるかもしれない．
　自然環境への影響ではいくつかの問題が明らかに
なっている．たとえば八方尾根下部の中畔沢では，
オリンピック開催時にアルペン滑降競技のゴールエ
リアとして使用された．その後砂防工事として河川
整備がなされ，植生の復元工事も行われた．そこで
は工事着手前にイワナやサンショウウオ等の陸水動
物の避難やギフチョウの食草ミヤマアオイの移植が
なされている．このうち，イワナについては局所的
な絶滅が報告され４），ギフチョウ生息地の保全につ
いては，林床の植生管理のために，今後も継続的に手
を入れていくことが望ましいと指摘されている5）．

さらに，猛きん類の保全が図られたクロスカント
リー会場やその周辺では，オリンピック開催後にオ
オタカの営巣がなくなってしまったことが報告され
ている６）．

４．２　主なアクセス道路
　アクセス道路については，白馬ルート・浅川ルー
ト・志賀ルートのように延長規模の大きな道路は，
五輪開催後には地域の主要な生活道路や観光道路と
して利用されている．一方，バイアスロン会場への
アクセス道路や焼額林道のように単独の競技会場を
結んだ道路もある．比較的規模の小さな道路では，
県が整備した後に町や村に移管されたものも多い．
利用頻度が少ない焼額林道は未舗装であることもあ
り，一部路面が雨水によって深さ３０㎝程度も洗掘さ
れ，恒常的な維持管理の難しさを示していた．
　志賀ルートを除き，他の道路ではほとんど環境ア
セスメントが実施されていない（バイアスロン会場
の道路は会場と一体的にアセスが行われた）．農道
１号線と志賀ルートの表土復元工や巨石積工のその
後の推移や，トンネル排水の河川への影響，そして
エコロードのその後については詳しい報告がある7）

8）9）．その中で，志賀ルートにおけるトンネル工事
では，鉄分や砒素を含有する酸性地下水の湧出があ
り，その排水が近くの河川に現在も流入し続けてい
る．これは，当時の環境影響評価では想定外の事態
であった．
　なお，浅川ルートでは，里山環境の変化という
視点から道路整備により周辺一帯の環境が大きく
変わったことをすでに指摘した10）．飯綱高原では長
野市が五輪開催都市に決定した１９９１年頃から宅地開
発の申請が増えるとともに，浅川ルートが出来る１９
９７年にかけて別荘地よりも住宅地の開発が増えてい
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く状況がある．つまり浅川ルートの道路整備が，そ
の後の高原一帯の急激な宅地開発を促進した様子が
明らかである．これは，それまで別荘地がまばらに
点在する地域であった高原が，オリンピック招致に
よって知名度が上がったことに加え，道路整備によ
り市街地への通勤が可能な地域に一変したためと考
えられる．長野市はこのような事態を受けて，２００４
年になって「飯綱高原土地利用ガイドライン」を作
成し，住民向けに環境保全意識の昂揚と啓発を呼び
かけた11）．

５　考察（今後のために）

　長野大会から１０年後の状況を踏まえ，「競技会場
の整備と有効利用」，「アクセス道路の整備と環境影
響」について，今後に役立つと思われる留意点を述
べる．
　長野大会で新設された競技会場の多くは，収支が
赤字であると同時に，その後の維持管理と有効利用
が課題となっている．近年の五輪競技会場の多くは
非常に巨大であり，建設工事が自然環境に与えるイ
ンパクトも大きい２）．公共施設として建設される競
技会場は，たとえ施設単位での経済収支が赤字で
あっても，地域遺産として観光や教育などに効果的
に利用されるならば大きな意義がある．そのため，
開催後の利用は施設の整備計画を検討する上で重要
な意味をもつ．
　オリンピック競技大会はわずか２週間程度の期間
で終わってしまうが，施設整備が地域におよぼす影
響は長期にわたる．とくに長期的に見た場合，オリ
ンピック競技会場を新たに建設することには，財政・
社会・環境面で様々なリスクを伴う．基本的には，「新
たに建設」するよりも「既存施設を改修」する方が，
少なくとも環境への負荷を抑制する上では有利であ
る．その際に，よく注目されるのは建設に伴う資源
消費量や，自然改変の程度，あるいは廃棄物の量で
ある．実はそれらとは別に，もう一つ重要な要素が
ある．それは，五輪会場となりうる規模の既存の競
技施設のある地域では，すでに暮らしの中にその競
技を楽しむ文化的土壌が存在することが多いことか
ら，そこではオリンピック施設の地域遺産としての
有効な活用が期待できるという点である．なお，新
設か改修かに関わらず，オリンピック競技だけを念
頭に置いた設計では，その後の一般市民の利用が困
難であるという状況にも配慮すべきである．

　以上を考えあわせると，競技施設整備にあたって
はとくに以下の３点に留意する必要があろう．

⑴  可能な限りの既存施設の利用
⑵  五輪のためのみに必要な部分は，大会後の解
体とリサイクルを前提にした仮設構造物の利用
⑶  五輪利用と併せて，市民利用も念頭にした，
多目的施設としての設計

　つぎに，会場間を結ぶアクセス道路の多くは，そ
の後地域のインフラとしての役割を果たしている．
それらは，オリンピックの開催と運営のために不可
欠な施設であったため，オリンピック開催に間に合
うよう競技会場と同時期に集中して整備工事が行わ
れた．その際，国立公園内での工事であった志賀ルー
トでは多分野にわたる環境アセスメントが実施され
た．しかし，それ以外のルートは環境アセスメント
の対象にならなかった（表２）．マクロな視点から
総量として移動土量を集計してみると，山岳地を通
る道路整備は，むしろ競技会場よりも大規模な自然
改変がなされており，自然環境への負荷はけっして
小さなものではなかった（表１）２）．また浅川ルー
トのように，道路整備がその後の周辺地域の急激な
宅地開発の拡大につながった例もあった．
　自然保護や環境保全という観点からすれば，アク
セス道路整備にともなう周辺環境への影響は看過で
きないほどに大きい．一方，オリンピックのような
大会では競技会場の整備に一般の興味や関心が集中
しやすく，道路整備がおよぼす影響は環境配慮上の
盲点にもなりかねない．アクセス道路の整備につい
ては個別の改良工事としてではなく，相互に関連を
もつ一連の集中工事として，共通の配慮や対策が施
されることが望ましい．
　これら競技施設とアクセス道路の整備に共通して
いえることは，会場配置を含む大会の基本構想との
調整が可能ななるべく早い段階で，自然環境と社会
環境の両面にわたる総合的な環境配慮が検討される
必要があることである．もしそれがなされるならば，
全体量としての改変規模や環境影響がかなり低減さ
れ，施設の後利用もより合理的に進む可能性が高い．
今後十分に留意すべきであろう．
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４）北野　聡（２００１）河道切り替えに伴う河川生態
系復元プロセス～アルペン男女ゴールエリア
～．長野県自然保護研究所紀要４，別冊３，「冬
季オリンピック関連事業の自然環境への影響と
対応に関する調査研究」，長野県自然保護研究
所，５５－６２．

５）須賀　丈・尾関雅章・浜田　崇・岸元良輔（２００９）
白馬村オリンピック滑降競技会場付近のギフ
チョウ生息地の保全．長野県環境保全研究所研
究プロジェクト成果報告８，「長野冬季五輪か
ら１０年後の自然保護対策の現状と課題」．長野
県環境保全研究所，２９－３５．

６）堀田昌伸（２００９）白馬村における猛禽類への影
響と現状．長野県環境保全研究所研究プロジェ
クト成果報告８，「長野冬季五輪から１０年後の
自然保護対策の現状と課題」．長野県環境保全
研究所，１１－１４．

７）尾関雅章・大塚孝一（２００９）表土復元工法およ
び巨石積工が施された法面の植生変化．長野県
環境保全研究所研究プロジェクト成果報告８，
「長野冬季五輪から１０年後の自然保護対策の現
状と課題」．長野県環境保全研究所，５－１０．

８）北野　聡・富樫　均（２００９）志賀高原横湯川支
流カッパ沢の水質調査結果～トンネル排水の影
響～．長野県環境保全研究所研究プロジェクト
成果報告８，「長野冬季五輪から１０年後の自然
保護対策の現状と課題」．長野県環境保全研究

所，２１－２７．
９）前河正昭（２００９）志賀高原のエコロード施設に

おける野生動物の利用状況の変遷．長野県環境
保全研究所研究プロジェクト成果報告８，「長
野冬季五輪から１０年後の自然保護対策の現状と
課題」．長野県環境保全研究所，３７－３９．

１０）富樫　均（２００３）浅川地域の最近の開発動向．
長野県自然保護研究所研究プロジェクト成果報
告１「里山としての長野市浅川地域」，長野県自
然保護研究所，５６－５７．

１１）飯綱高原土地利用ガイドライン策定懇談会編
（２００４）飯綱高原土地利用ガイドライン．３１ｐ．
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２－８  長野冬季オリンピックから１０年後の八方尾根の現状と課題

富樫　均 ＊・浜田　崇 ＊＊・尾関雅章 ＊

　長野冬季オリンピック開催から１０年を経た八方尾根の自然保護について，現状と残された課題についてとりまとめた．

男子滑降スタート地点引き上げをめぐる論争は，長野五輪の自然保護問題を象徴する出来事となった．そして，この問

題を契機として，同地域が抱える自然保護上の課題が浮き彫りとなり，その後の自然保護対策に進展がみられた．外部

からの批判や指摘は，地元の人々の意識にも大きな変化をもたらした．これらは，環境に配慮したオリンピックが地域

にもたらした成果の一つといえる．環境五輪開催地として，残された課題への取り組みを今後も続けなければならない．

キーワード：長野冬季オリンピック，男子滑降スタート地点問題，八方尾根，１０年後

図１　対象地域の八方尾根の国立公園境界とスター
ト地点の関係

＊長野県環境保全研究所自然環境部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０
＊＊ 長野県環境保全研究所循環型社会部 〒３８０－００７５ 長野市北郷２０５４－１２０

１　はじめに

　長野冬季オリンピック競技大会（以下長野大会と
略す）は１９９８年２月７月～２２日の１６日間にわたって
開催された．長野大会では，準備段階から「美しく
豊かな自然との共存」という大会基本理念が掲げら
れ，自然環境の保全に様々の配慮が払われた１）．そ
の中で，男子滑降競技スタート地点引き上げ問題は，
長野大会における自然保護問題を象徴する大きな出
来事となった．オリンピック開催から１０年が経過し，
当時の論議をふり返り，その後の調査結果をもとに
八方尾根の現状と課題についてまとめた．

２　対象地域と調査内容

　対象は，北アルプス後立山連峰の一角を占める八
方尾根の稜線上，標高１６８０ｍの黒菱平周辺から標高
１８２０ｍの八方池山荘までの区間である．ここは当時
のスタート地点引き上げ問題の対象となった地域と
重複する（図１，口絵１参照）．この地域は，尾根
を通る自然研究路（登山道）を境に国立公園第一種
特別地域と公園外が直接接しているところである．
調査は主に冬季利用による影響をみる目的から，
１９９８年春～２０００年春にかけて残雪の分布とスキー等
の利用にともなう植生の損傷状況について調査し
た．この残雪分布記録の一部については，すでに
報告したものがある２）３）．２０００年以降には，スキー
シーズンの終了前後に，植生への損傷の有無につい

て現地調査を行った．また，この地域は八方尾根ス
キー場の最上部のゲレンデに接しているため，ス
キー場の管理状況について現地確認をするとともに
担当者にヒアリングを行った．さらに，植生復元活
動等を行っている地元の八方尾根自然環境保全協議
会にはこれまでの自然環境保全活動の状況について
ヒアリングを行った．
　なお，調査対象からはずれるが，八方池山荘から
さらに上部の標高約２０８０ｍの八方池周辺にかけては
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表１　八方尾根の自然保護をめぐる主な出来事

年 主な出来事

五
輪
開
催
前

１９９３年 ・尾根最上部（１８４０ｍ）までのリフト増強（県が届け出を受理）
・国際スキー連盟（ＦＩＳ）が現地調査し，１８００ｍへのスタート地点引き上げを要請
（以後 ＦＩＳ の引き上げ要請とそれに対する ＮＡＯＣ の拒否の交渉つづく）

１９９５～９６年 ・滑降コース整備事業実施（ゴールエリアの森林伐採・植物移植を含む）
１９９７年 ・ＩＯＣ 理事会で１６８０ｍのスタート地点案が基本的に了承される

・ＦＩＳ が１８００ｍスタートをさらに要請
・自然保護研究所（当時）が緊急自然環境調査を実施，結果を公表
・第１２回自然保護検討会議が１６８０ｍとすることを再確認
・ＮＡＯＣ・県・競技団体等が１７６５ｍで合意

五
輪
開
催
以
後

１９９８年

・冬季オリンピック開催（１７６５ｍをスタート地点として滑降競技を実施）
・地元に八方尾根自然環境保全協議会発足
・八方尾根の自然の保護と利用に関する協議会の開催（第１回～３回）
・八方尾根開発（株）が最上部スキーエリアの雪上圧雪車作業基準（内規）を施行
・八方尾根保全緊急整備事業（県）実施（黒菱平～八方池山荘間の水路工・筋工等）
・地元ボランティアによる植生復元等の活動実施（主に黒菱平～八方池山荘間）

１９９９年

・八方尾根の自然の保護と利用に関する協議会開催（第４回で終了）
・同協議会が知事と白馬村長に報告書を提出
・八方尾根保全整備事業実施（県）（八方池山荘より上部の歩道改良）
・地元ボランティアによる植生復元等の活動実施
・冬季シーズン利用前後の査察実施
・黒菱平の鎌池湿原周辺が白馬村天然記念物に指定される

２０００年

・八方尾根自然環境保全協議会が「八方尾根の自然観察（ガイドブック）」を発行
・白馬村が白馬村版レッドデータブックを刊行
・白馬村が環境基本条例を施行
・八方尾根保全整備事業実施（県）（八方池山荘より上部の歩道改良）
・地元有志による植生復元等の活動実施（主に第２ケルン下方）
・鎌池湿原の歩道施設整備実施（白馬村）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００１年

・自然保護研究所（当時）がオリンピック研究プロジェクト報告書を公表
・八方尾根保全整備事業実施（県）（八方池周辺歩道改良と植生復元）
・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に八方池周辺）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００２年 ・八方尾根保全整備事業実施（県）（八方池周辺歩道改良と植生復元）
・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に八方池周辺）

２００３年 ・地元ボランティアによる植生復元活動実施（第２ケルン下方とグラートクワッド脇）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００４年 ・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に第２ケルン下方）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００５年 ・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に第２ケルン下方）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００６年
・白馬村第四次総合計画の村づくりの目標に村ごと自然公園の方針が出される
・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に第２ケルン下方）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００７年 ・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に八方池周辺）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

２００８年
・地元ボランティアによる植生復元活動実施（主に八方池周辺）
・オリンピック開催１０年後における調査（研究所）
・冬季シーズン利用前後の査察実施

昭和４０年代から長野県により自然研究路として整備
されており，夏～秋にかけて登山やトレッキングに
訪れる人々がとくに多い区間となっている．

３　スタート地点問題とその後の経過

３．１　男子滑降スタート地点引き上げ問題
　対象地域では，長野大会の開催前に男子滑降競技
スタート地点引き上げ問題が起こった．当時の経緯
や背景については丸山（１９９９）４），富樫ほか（２００１）３）

富樫（２００４）５）に詳しい．ここでは，出来事の要点
を簡単にまとめておく．
　問題の発端は，同地域を会場とした男子滑降競技
において，当初計画されていた１６８０ｍのスタート地
点を，国際スキー連盟（ＦＩＳ）が１８００ｍに引き上

げるように要請したことにあった．これに対し，長
野オリンピック冬季競技大会組織委員会（ＮＡＯＣ）
は，国立公園内の自然保護等を理由に一貫して引き
上げを拒否し続けた．そして，大会を目前に控えた
１９９７年９月に入りさらにＦＩＳが強硬に引き上げを
要請し，両者の対立が深刻化した．それにより，こ
の問題は国内外のスキー競技団体・自然保護団体・
ＮＡＯＣ・行政・地元住民・マスコミ関係者などを
巻き込んだ大問題に発展した．この論争は大会開催
が迫る約２ヶ月前に，１７６５ｍ地点への引き上げが公
式に発表される形で終息した．しかし，最終的に
１７６５ｍに決着した根拠について合理的な説明はされ
なかった．スタート地点引き上げにあたっての関係
者間の合意事項として，国立公園の一部は小ジャン
プで通過し，公園内には工作物を設置せず，雪面硬
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図２　地元ボランティア等による植生復元活動

化剤は使用しないなどの条件がつけられた．
　この問題への対応として，長野県自然保護研究所
（当時）は１９９７年１０月に緊急の現地調査を行い，当
地域が学術的に貴重な自然環境をもち，保護のため
に細心の注意が必要であることを示し，併せて冬季
に限らず夏から秋にかけての登山利用のために一帯
の植生に荒廃が生じている現状を指摘した６）．こう
して八方尾根の自然の保護に関して一般の関心が高
まるとともに，これまでの保護と利用に関する矛盾
点が改めて注目されることとなった３）７）．

３．２　五輪開催後の経過
　五輪開催後の同地域に関わる主な出来事を表１に
示す．特筆すべきは，五輪開催直後の１９９８年４月か
ら約１年間にわたり，「八方尾根の自然の保護と利
用に関する協議会」が設置されたことである．これ
はスタート地点問題を契機にして，同地域の今後の
適切な利用のあり方を検討するために長野県と白馬
村の提唱により設置されたもので，県・村・環境庁（当
時）や地元関係者，複数分野の学識経験者らが一同
に会して議論を行った．通算４回の審議を経てまと
められた報告書では，自然保護上の問題を整理する
とともに，「黒菱平の鎌池を中心とした一帯の文化
財指定」「登山道沿いの荒廃を防ぐ保全対策」「冬
季利用のためのスキー場管理のあり方」「ビジター
センター建設とその環境学習拠点としての運用」と
いった対策が提言された８）．そして，これらの提言
に応える形で，鎌池周辺が村の天然記念物として指
定され，さらに県によりその後５年にわたり当該地
域や自然研究路の整備事業が実施された．また，地
元ボランティアによる荒廃箇所の植生復元活動など
も行われ，その活動は現在も続いている（表１，図
２）．

４　冬季利用における自然への影響

　冬季利用については，国立公園外のリフトを使っ
て八方池山荘まで上ってきた多くのスキーヤーが，
公園の内外を問わず，地形のままに黒菱平に向かっ
て滑走している．スタート地点引き上げをめぐる論
議が最後までもつれた背景には，「スキー場の延長
のように一般のスキー利用が容認されている現状が
ありながら，自然保護のためにオリンピック競技で
は使用できない」というわかりにくさがあった．そ
してこの問題は決着がつかないまま，１０年後の現在
も当時と同様の利用が続いている．なお，当時は議
論を深めようにも，「冬季を通しての積雪の分布と
変化」，あるいは「スキー等の利用による自然環境
への影響」について，具体的なデータがほとんどな
い状況があった．

４．１　消雪の遅れによる植生への影響
　冬季利用による影響の一つとして，コース整備に
よる消雪の遅れが植生にあたえる影響が懸念され
る．積雪と残雪分布について１９９８年１月～２０００年５
月にかけて行った調査によれば，積雪の分布パター
ンは現地の地形と卓越風向によって決まるため年に
よる変動がほとんどない．一方雪の積もりはじめと
消雪時期は，降雪量と降雪時期，春先の気温等によっ
て決まるため年によって大きく変化することが確か
められた（図３）．消雪時期は年により１ヶ月以上
のずれがある．ただし，４月下旬以降のシーズン終
わり近くになって加速度的に消雪が進行するという
傾向は同じである．コース整備による消雪の遅れの
日数はその年の気象条件にもよるため明確にはわか
らない．ただし，同地域のスキー営業は，まだ多く
の場所に残雪がある５月の大型連休までで終えてお
り，少雪年には連休前に閉鎖することもある．その
ため，　整備によって積雪分布に多少変化があると
しても，年による変動も考慮すると，コース上の残
雪の期間が自然状態から極端に引き延ばされるとい
う状況にはなく，植生に大きな影響を与える可能性
は少ないと思われる．

４．２　冬季利用による植生への損傷
　次にスキー滑走やコース整備にともなう植生への
直接的な損傷の影響が懸念される．図４は１９９８年春
に確認された人為的な植生損傷箇所を示したもので
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図４　八方尾根の人為的損傷確認地点（１９９８年５月２６日）

図３　１９９８年～２０００年にかけての積雪深測定結果３）
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表２　八方尾根上部の冬季利用と人為的損傷の状況

年 新しい損傷確認 損傷場所 原因
コース使用状況※

残雪量※ 備考
オープン日 閉鎖日

１９９８ １１地点 広域，図５参照 圧雪車・雪寄せ・滑走 １月２日 ４月３０日 少～平年並み 五輪開催直後

１９９９ １地点 第１ケルン南西 圧雪車と滑走 １２月１９日 ５月５日 少 整備管理用内
規を整備

２０００ １地点 第１ケルン下コー
ス外 スノーボード滑走 １２月１８日 ５月７日 多

２００１ 不明 不明 不明 １２月２６日 ５月６日 多 確認調査無し

２００２ １地点 ９～８支柱わき 滑走 １２月２２日 ５月６日 平年並み

２００３ １地点 第３ペアリフト前 雪寄せ １２月１４日 ５月５日 平年並み

２００４ １地点 ９支柱わき 滑走 １２月２４日 ５月４日 平年並み

２００５ １地点 ９～８支柱北コー
ス外 圧雪車 １月１０日 ５月７日 平年並み

２００６ 損傷無し ― ― １２月２５日 ５月７日 多

２００７ １地点 ４～３支柱わき 圧雪車もしくは滑走 １月７日 ５月１日 少

２００８ １地点 第３ペアリフト前 雪寄せ １２月２２日 ５月３日 平年並み

※：コース使用状況は，八方尾根開発株式会社の記録による．残雪量は県警春山情報の後立山連峰の記載を参考にした．

ある．表２には，各年の損傷の確認状況を示した．
調査では，冬季の強風の影響による幹の偏形や，融
雪時の樹木の部分的な起き上がりにともなう枝の損
傷といった自然の損傷とは別に，圧雪車とスキー等
のエッジによると考えられる人為的な損傷が確認さ
れた．人為的な損傷は，「枝先の営利な切断」や，「幹
の伸張方向に対し高角度の折れ口をもつ幹折れ」，
あるいは「局所的な樹皮のはがれ」といった特徴に
より，自然の損傷と区別することができる．スター
ト地点引き上げの是非が論議された当時，競技団体
関係者の見解として「冬季利用によって植物に害を
およぼすことは一切なく，今日までスキー場管理の
一環として圧雪作業も継続的に行われてきたが，雪
解け後の植物への影響調査でも影響は極めて少ない
と認められ，いまだに問題は生じていない」といわ
れていた４）．しかし調査結果によれば，オリンピッ
クが終わった直後の１９９８年の春には数多くの損傷が
認められた．また，１９９９年以降ではシーズン終了前
後に１ヶ所程度の軽微な損傷があるか，あるいは損
傷が認められない年が続いている．１９９８年５月２６日
の調査では，人為的損傷地点は１７地点におよび，そ
れらの内でその年に生じたと見られる新しい損傷は
１１地点が確認された（図４）．１７地点の内，国立公
園内の損傷は１１地点であった．損傷地点は尾根北側
の稜線付近と斜面下部の低木林，そしてリフト終点
と黒菱平の平坦部の低木林に集中していた．稜線部
は風の影響と地形と植生のかねあいによって相対的
に積雪量が少なく，植生が雪面上に露出しやすい場

所であった．一方平坦部はコース整備のための雪寄
せの影響を受けやすい場所であった．１９９９年以降の
軽微な損傷も，同様の場所に生じている．損傷を受
けた樹種はクロベ，ハイマツ，ミヤマナラが多く，
幹折れや樹皮のはがれ，枝先の枯れが認められた
（図５）．損傷部位の高さは，地表から０．３～２．０ｍと
ばらつきが大きかった．１０年間の損傷の有無をみる
と，必ずしもその年の残雪の多寡によるわけではな
いように見受けられる．
　以上の結果から，冬季には木々のほとんどが雪の
下に倒伏しており，多くは春先の融雪時に徐々に雪
面上に枝を出す．このときに圧雪車で雪を寄せたり，
少ない雪の上を滑走したりする場合に損傷が起きる
状況が想定された．つまり，実際には積雪量そのも
のよりも整備範囲の設定と，人がどれだけ雪面下の
地形と植生に配慮ができるかによって，植生の損傷
程度が大きく異なるものと考えられる．
　前述の「八方尾根の自然の保護と利用に関する協
議会」の提言を受け，スキー場を管理する事業者は，
１９９８年１０月に管理のための自主的な内規を設けた．
内規では，概ね１．５ｍの積雪深があることを確認し
たうえでコース整備をすることや，雪上車での圧
雪範囲の幅等を定めている９）．表２に示すように，
１９９９年春以降に損傷が大幅に軽減されたが，それに
はこの内規とコース整備担当者の管理努力が効果を
発揮したと考えられる．ただし，現在も損傷がまっ
たくないわけではなく，ハイマツ等の指定植物に損
傷がおよぶ可能性は残る．今後さらに管理基準の見
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左：滑走によるハッコウダゴヨウの損傷（１９９８年４月２３日コース外，公園内）
右：圧雪と滑走によるクロベの損傷（１９９９年５月２４日，公園内）

　　図５　人為による植生損傷の状況（円内が損傷部位）

直しや，一層の管理の徹底をはかることが望まれる．
　たとえば積雪深として概ね１．５ｍという基準があ
るが，実際には地形や風向などの影響で，場所によ
り積雪深にかなりのばらつきが生じている．冬季
シーズン中，尾根の風衝側と風背側で５倍程度もの
積雪深の差が生じる場合がある２）．したがって，概
ね深さ１．５ｍという規定がどの地点なのかを明確に
し，同時に相対的に積雪が少ない場所の状況を考慮
するなど，よりきめ細かな管理をしていく必要があ
ると考える．また，例年滑走コース途中のリフト第
８支柱の脇の部分は最も早く岩が露出し，コース幅
が狭まる傾向がある．そういう現場に即した状況変
化に常に注意を払いながら，予測・管理をしてゆく
ことにより，植生に損傷を与えず，より適切なタイ
ミングでのコース範囲の規制やコースの閉鎖を行う
ことが可能となるだろう．

５　環境五輪がもたらしたもの

　オリンピック開催直前に１７６５ｍにスタート地点が
引き上げられ，滑降競技は実施された．結果的に引
き上げられたのだから，自然保護にとって長く続い
た論争は無駄であったと見る人もあろう．しかし，
もし問題が紛糾せずに１８００ｍのスタート地点が決
まっていたならば，その後の八方尾根の保護と利用
のあり方は大きく変わった可能性が高い．
　これまでに述べたように，オリンピック開催後に
スキー場の管理が強化され，荒廃の拡大を防ぐため
の様々な取り組みが進んだ．また一連の出来事の中
で，地元の人々の環境保全に対する意識が大きく変

わり，それが自発的な行動につながった．後者につ
いて堀田（２００７）は「スタート地点問題により，専
門知（とくに自然科学系の知識：筆者注）が介入す
ることで日常知が豊富化され，八方尾根というコモ
ンズを支えるしくみが変容した」と述べている１２）．
このように，十分とはいえなくても人々の意識変化
を含めて，八方尾根の自然保護が着実に進展したこ
とは確かである．これは，予定されたことではな
かったが，環境五輪が地域にもたらした一つの成果
といってよいと考える．また後述するように，この
論争は，はからずも日本の自然保護行政の限界と問
題点を厳しく問う形にもなった．そのことは，たん
に八方尾根という一地域の問題にとどまらない広く
深い意味をもつと考える．

６　残された課題

　冬季以外の状況も含めた当地域の自然保護上の課
題として，四つがあげられる．
　第一に国立公園の境界の問題がある．現在の境界
は，屈曲する登山道を境にして公園の内外に分けら
れている．しかし，その境界は自然環境や生態系の
連続性を無視した全く人為的なものになっている
（図１）．そのため，公園外の荒廃等の影響が公園内
におよび，冬の利用者には，公園の内と外の区別が
つかず，公園内がスキー場と同一であるかのような
印象を与えている．また第１種特別地域にあたるこ
の地域は，本来はさらに上部の特別保護地区と対比
ができるほどの貴重な自然環境であり，景観核心地
域にあたる．にもかかわらず，その外周には緩衝地
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帯や移行帯が設定されておらず，いわば核心地域が
むき出しの状態にある．これは，自然公園の保護管
理計画上の欠点といえる．
　このような問題は，土地の所有権や使用権を取得
することなしに地域を指定するという，国の国立公
園制度（「地域制自然公園」制度もしくは「地域指
定制自然公園」制度と呼ばれる１０））のあり方に深く
関わる問題である．つきつめるならば，この「地域
制」に起因する境界設定の欠点や管理のあいまいさ
がスタート地点問題をあれほどまでに紛糾させた大
きな背景であった．しかし，これまでの長い歴史的
経過を無視して制度そのものを変えることは必ずし
も現実的とはいえない．今後の保護管理がより適切
に進められるように，まず取り組むべきことは，公
園境界が自然の連続性を反映したものとなるように
検討し，少しずつでも現在の矛盾の解消をはかって
いくことであろう．
　第二に，冬季利用についてはスキー場事業者の管
理が行き届くならば，自然への影響程度が大きく軽
減されることがわかった．したがって，現在の利用
状況が続く限りは，今後も事業者を中心とした賢明
な判断と管理の徹底をお願いしたい．
　第三に，登山道沿いには多くの登山者による植生
の踏みつけと，土壌の流亡等による植生荒廃箇所が
認められる．これについては，１９９８年から県や地元
ボランティア等の手によって，表流水処理とジュー
トネットおよび土嚢による土留めを用いた植生復元
活動が行われている．しかし，現地が蛇紋岩と呼ば
れる超苦鉄質岩の分布域で特殊な土壌条件であるこ
ともあり，いったん荒廃してしまった植生の復元は
うまく進んでいない１０）．植生復元については，今後
も応用的な調査研究を重ねるとともに，復元活動が
継続されることが必要である．同時に登山道外への
踏み込みをなくし，荒廃箇所がこれ以上拡大しない
ように，融雪時期の歩行ルートの適切な誘導や登山
者への一層の呼びかけも必要である．
　第四に，「八方尾根の自然の保護と利用に関する
協議会」で提言された「ビジターセンター建設とそ
の運用」について，１０年が経過した今も実現の見通
しが立っていない．近年の景気悪化により，財源の
確保が厳しさを増していることは確かである．しか
し，類い希な自然と景観に恵まれた場所であるとと
もに，今も年間数十万人の観光客が集中して訪れる
地域である．この特別な地域で，自然の保護と適切
な利用を可能にするためには，ビジターセンター機

能を有する施設と人材は是非とも必要である．さら
に，環境学習の推進と併せて，オーバーユースによ
る環境の劣化を招かないための方策についても具体
的な検討が必要であろう．多くの人が情報を共有し，
当地域の自然環境を理解し，環境保全に配慮するこ
とは，結果的に当地域の観光の魅力と価値を高める
ことになる．

７　おわりに

　一過性のイベントと異なり，環境の問題は未来に
引き継がれなければならない．残された課題の検討
には，科学的な調査と関係する主体間による議論と
協調が必要であり，解決には時間がかかるかもしれ
ない．しかし，「自然との共存」を世界にアピールし，
環境五輪開催を目指した地域に暮らす者の責任とし
て，今後もこれらの課題に取り組んでゆく必要があ
る．
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３　総括（今後のために）

　長野冬季五輪開催から１０年という大きな節目において，個別の自然保護対策の効果や課題をまとめるとともに，それ

らを踏まえ，自然への影響と対応について総合的に評価した．そして，環境五輪を目指した長野の経験が将来の事業や

環境配慮に生かされるために留意すべきことを提言した．なお，個々の施設の環境アセスメントの結果や細かな課題等

については，すでに公表した中間報告１）を参照されたい．

３－１　調査の経緯と目的
　２００８年度の調査は「長野冬季五輪における環境へ
の影響と対応に関する研究」の一環として実施され
たものである．これは，長野県が１９９６年に設置した
自然保護研究所（２００４年に環境保全研究所に改組）
が，１９９７年度にプロジェクトとして開始した研究で
ある．
　当時，関連施設の整備において自然環境への配慮
をすすめるため，県は県組織の枠を越えた幅広い分
野の有識者を集め，１９９２年から自然保護検討会議を
設置していた．同会議は五輪開催直後の１９９８年３月
に通算第１３回目の会議をもって解散した．その最後
の会議において，環境保全のために行われた様々な
対応に関し，その後の推移を含めた調査・研究と検
証という大きな課題が残り，その課題解決が自然保
護研究所の研究プロジェクトに委ねられた．それを
受けてプロジェクトでは，様々な場所で試みられた
自然保護対策を整理し，それらの効果や問題を把握
するとともに，長野冬季五輪が与えた自然への影響
と対応について総合的に検証することとした．その
中間報告は２００１年に公表されている１）．
　プロジェクト開始当時，五輪関連施設はすでに完
成か完成間近なところまで整備が進んでいた．その
ため，プロジェクトの中で施設周辺の整備前と整備
後の状況について直接比較調査をすることができ
ず，検証には限界もあった．調査に際しては，独自
にデータを集めるとともに，それを補完するかたち
で各現場の環境影響評価書や関連資料を活用し，自
然保護対策の全体像の把握に務めた．以下，「１０年
後の調査結果」，「それらを踏まえた評価と総括」，「今
後に向けた提言」の順に節を設けて記述する．

３－２　１０年後のモニタリング調査の結果
　１）表土復元と巨石積工の評価
　表土復元工は，掘削工事等の現場であらかじめ表
土を採取・保存しておき，工事後の法面に復元する

ものである．この対策は，生態系の基盤をなす表土
を自然資源として有効活用し，同時に埋土種子の発
芽により土地本来の植生の回復を図ることを目的と
して行われた．当時のオリンピック関連施設整備に
おける主要な環境保全対策として，この対策は志賀
ルートや浅川ルートなどのアクセス道路整備やクロ
スカントリー会場，バイアスロン会場など多くの施
設の建設時に採用された．
　白馬村と山ノ内町の施行箇所で確認調査が行われ
た結果，約１０年が経過したことにより緑化の進行と
ともに，草本植生から低木層をともなう植生への推
移が確認され，対策として一定の効果があったと評
価された．また回復した植生をみると，埋土種子や
根茎に由来するものだけでなく，施工箇所の周辺部
から侵入した植物が植生回復に大きく寄与している
ことがわかった．ただし，目標とされる周辺植生と
同様の植生の形成を確かめるにはさらに時間をかけ
て追跡する必要がある．
　山ノ内町の志賀ルート沿いの巨石積工について
は，植生の被度は高くないものの，植物の種類が徐々
に多様化しつつあることが確認された．

　２）猛禽類，とくにオオタカへの配慮（白馬村）
　猛禽類への配慮は，オリンピック施設整備におけ
る自然保護対策として象徴的な位置を占めた．当時，
オオタカへの影響が懸念されるとして白馬村から野
沢温泉村へバイアスロン会場が変更され，クロスカ
ントリー会場の整備においても，オオタカの営巣地
に配慮しコースの縮小等がなされた．
　白馬村における調査結果によると，オリンピック
開催前にオオタカの営巣が確認されていた地域の中
で，クロスカントリー会場では１９９７年以降に，また
旧バイアスロン会場予定地周辺では１９９８年以降に営
巣が確認されなくなった．この結果から，建設工事
中の短期的な配慮についてはある程度の効果があっ
たものの，生息環境の保全という長期的な面での環
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境配慮については，必ずしも十分ではなかったと評
価された．

　３）河川環境への影響
　・八方尾根山麓中畔沢
　中畔沢上流部では，男子滑降競技のフィニッシュ
エリアとして，一時的に森林伐採を伴う造成が行わ
れ，オリンピック開催後に砂防工事として自然に配
慮した河川整備と植樹による植生復元が行われた．
　施工後１年目，４年目，９年目の状況を比較した
結果では，河川の瀬－淵構造の発達や河川の物理環
境にはさほど変化がなかったが，９年目において高
さ２ｍ以内の低層カバーが飛躍的に増加し，渓流河
畔植生が発達段階にあることが確かめられた．
　なお，この施工箇所では，すでにイワナの局所的
な個体絶滅の報告がある１）．今後周辺河川からイワ
ナの移殖が行われれば，個体群の再生は可能と考え
られる．しかし，調査地域の上部と下部には堰堤と
段差があるため，個体群の孤立という問題は解消さ
れていない．
　・志賀高原横湯川支流カッパ沢
　志賀ルートの志賀第３号トンネル工事において，
鉄と砒素を多く含む酸性地下水の湧出があり，排水
が沢に流入した．今回の調査で，供用から１０年以上
が経過した現在も依然として酸性地下水の流入があ
り，下流の生物相などの河川環境に局所的な影響を
与え続けていることが確認された．

　４）ギフチョウ生息地の保全（白馬村）
　白馬村の男子滑降競技フィニッシュエリアの整備
において，ギフチョウ生息地を保全する目的で，ギ
フチョウの食草であるミヤマアオイの移植が行われ
た．移植対策そのものについては，移植個体が識別
できないことから評価できなかった．それに代わり，
移植先の林内において，林床植生の刈り取りがギフ
チョウの産卵へおよぼす効果について継続調査が行
われた．
　刈り取り実験を伴う１１年間のモニタリング結果に
よれば，年１回程度の高い頻度で林床植生の刈り取
りを継続すると，ギフチョウの産卵数が増加する効
果があることが明らかになった．ギフチョウ生息地
の保全のためには，継続的な監視と適切な植生管理
への配慮が必要である．

　５）エコロードのその後（志賀ルート）
　山ノ内町の志賀ルートの道路改良工事では，野生
動物の保護のために道路下にエコロード（動物移動
経路）が設置された．
　これまでの調査結果や環境影響評価とモニタリン
グ報告書等の記録から，この施設の野生動物の利
用状況の変遷をとりまとめた．その結果，１９９８年～
２０００年頃と比較して，ツキノワグマやニホンカモシ
カを含め，新たに１１種の野生動物の利用があり，時
間の経過とともに利用する哺乳類の種数が増えてい
ると評価された．しかし，１箇所あたりの利用頻度
は０．３～３．７回／３０日程度であり，約１０年を経過して
も利用頻度は高いとはいえなかった．野生動物の事
故（ロードキル）を減らすためには，利用頻度の違
いをもたらす要因について分析し，施設の構造等の
改善を図ることや，車の速度制限や動物への注意看
板の設置等の対応についても検討をする必要があ
る．

　６）屋外施設の後利用の現状と課題
　長野大会に関連して整備が進められた１２の主な屋
外施設について，その後の利用状況と課題について
とりまとめた．
　新設された多くの競技会場では，施設の維持管理
が財政的負担になっており，同時に後利用が課題と
なっている．オリンピック効果とみられる施設の見
学者増は数年以内に留まった．約１０年が経過し，施
設の老朽化が進行するとともに，施設によっては芝
生がイノシシに荒らされるという新たな問題も抱え
ていた．会場を結んだアクセス道路は，生活道路や
林道として利用されている．マクロな視点からみる
と，これらアクセス道路整備による自然環境へのイ
ンパクトは，競技会場整備よりも大きかった．また
浅川ルートのように，その後の高原地域における宅
地開発の拡大に大きく影響した道路整備もあった．
長期的に見て，競技施設の整備では，自然保護と省
資源や省コスト，さらに後利用の促進という側面か
ら，新設よりもなるべく既存施設を利用することが
望ましい．また，道路や競技会場の施設整備を計画
する場合，環境影響を低減させ，施設の後利用をよ
り合理的に進めるためには，会場配置を含む大会の
基本構想との調整が可能ななるべく早い段階で，マ
クロな視点による自然環境と社会環境の両面にわた
る総合的な環境配慮が施される必要がある．
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A BC D E F

1990 年

中曽根工区 法利田工区

91 92 93 94 95 96 97 98 99

ジャンプ

クロスカントリー

バイアスロン
アルペン滑降

白馬ルート
浅川ルート
志賀ルート
林道咲花線
農道 1号線

林道焼額線

ボブスレー・
リュージュ

バイアスロン（道路）

競

技

会

場

ア

ク

セ

ス

道

路

：自然環境調査（環境アセスメントを含む） ：施工期間

A：長野開催決定 B：第 1回自然保護検討会議 C：大会基本理念決定
D：バイアスロン会場変更 E：大会前年の国際競技大会開催
F：第 12 回自然保護検討会議（スタート地点問題）G：冬季オリンピック開催

①
②

③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

G

図１　主な野外施設（①～⑫）の施工時期と自然保護に関わる出来事

　７）八方尾根男子滑降スタート地点のその後
　男子滑降競技スタート地点問題が生じた八方尾根
上部について，オリンピック後の出来事を整理し，
冬季スキー利用による自然への影響と残された課題
をとりまとめた．
　八方尾根では，オリンピック開催直後に幅広い関
係者による協議会が設置され，適切な保護と利用の
ために審議が行われた．その結果を受け，一部地域
の天然記念物指定や，登山道周辺の環境整備，地元
ボランティア等による植生復元活動などが行われ
た．また，冬の利用によって，１９９８年春までは国立
公園内外の植生に人為的損傷が認められたが，その
後損傷が激減したことがわかった．これは，オリン
ピック開催後のスキー場事業者による管理強化と自
然への配慮による効果と考えられる．このように，
当地域ではオリンピック開催後に自然保護対策が着
実に進展した．ただし，国立公園境界のあり方や荒
廃地の植生復元，そして類い希な自然環境の保護と
利用との両立を図るためのビジターセンターの設置
など，課題も残されている．

３－３　長野冬季五輪と環境保全に関する総括
　長野大会における環境配慮の特徴は，対策の中心
が野性生物の生息環境の保全におかれたことにあ
る．これには，冬季五輪会場開催地として，歴史上
最南であった北緯３７度以南という地理的な位置や，
複雑な地形と地史，そして多様な生物相に恵まれた
長野の自然環境の特質が大きく影響した．長野冬季
五輪における自然保護対策は多岐にわたり，その詳
細は長野県自然保護研究所編（２００１）に報告されて
いる１）．図１と表１に主な屋外施設の施工時期と各
施設の自然保護対策の項目を示す．

　図１，表１では，競技会場とアクセス道路それぞ
れについて，着工時期の早い順に並べてある．これ
により，時期的に後に施工されたものほど採用され
た対策メニューが多くなる傾向が明らかになる．こ
れは，五輪開催が決まり，準備が本格化した１９９２年
頃を境に，自然保護対策の方向が定まり，各種の自
然保護対策が飛躍的に充実し，個々の現場に浸透し
たことを意味する．
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競   技   会   場 ア　ク　セ　ス　道　路
保全対策 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

会場変更
設計変更
移植

表土復元
幼苗植裁
巨石積み

動物移動経路
生息池復元
多自然型水路
猛禽類対策
動物の移殖
環境影響評価
モニタリング

積極的に採用 採用 採用せず

表１　主な野外施設の自然保護対策（施設の①～⑫は図１と同じ）

＜評価される点＞
　自然保護対策メニューの充実は，内外の様々な指
摘を受けながら，市町村や県の施設整備担当が，現
場において試行錯誤を重ねて対策を充実させていっ
た努力の表れとして評価される．その背景には，大
会基本理念の決定や，志賀ルートとクロスカント
リー会場の両施設について，当時の県の要綱による
環境アセスメントが実施されたこと，さらに県に
よって設置された自然保護検討会議という専門的な
検討機関が審議を開始したことがある．表土復元工
による在来種による植生の回復や，造成された池で
モリアオガエルの産卵が確認されるなど，個々の対
策は自然の推移とともに一定の効果をおよぼしてお
り，今のところ造成された施設で自然環境の荒廃が
進んでいるという兆候はほとんど見られない．
　また，白馬村の八方尾根上部では，男子滑降スター
ト地点引き上げをめぐり，開催前に激しい対立と紛
糾があった．しかし，それがきっかけとなって地元
の企業や村・県・国等による協議の場が設けられ，
自然や環境に対する認識が深まり，結果的に地域の
自然保護活動を進展させる効果をもたらした．この
ような推移は，あらかじめ想定されていたものでは
ない．八方尾根には今なお未解決の課題はあるが，
これらの一連の自然保護の進展は，環境五輪が地域
にもたらした成果のひとつとして評価される。

＜課題とされる点＞　
　自然環境の保護のために，個々の現場単位では
様々な配慮や工夫が進んだ．その一方で長期的・総
合的に対策を企画し管理する視点が不足していた．
１９９４年のリレハンメル大会では「モム（ＭＯＭ）」
と呼ばれる管理・運営・保全に関する共通の基準・
仕様システムが開発された２）．しかし，長野大会で
は環境配慮のための統一基準や仕様は作られていな
い．長野オリンピック冬季競技大会組織委員会
（ＮＡＯＣ）内部には，自然保護に関する専任部局が
なく，自然保護対策のほとんどは個々の整備事業主
体の努力に委ねられた．広域分散開催に伴うアクセ
ス道路整備と競技会場の新設により自然改変規模が
増大し，競技会場の多くは後利用という課題を抱え
た．また，会場変更等をして保護を図ったはずのオ
オタカが，オリンピック開催後に営巣しなくなった．
これらは，自然保護を含む広い意味での環境配慮と
して，長期的かつ総合的な対応が必ずしも十分でな
かったことを意味する．
　個別の自然保護対策にも課題があった．たとえば，
もっとも多くの現場で採用された対策として希少植
物の移植があった．しかし移植個体の識別が不徹底
で，対策後の評価が十分に行われていない．長期の
モニタリングが計画されていたが，その後の計画変
更によって途中で調査が打ち切られた例もあった．
移植は代替案がない場合の最後の対応であるが，移
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植行為だけでは対策とはいえず，経過監視とその後
の評価がもっとも重要である．また環境アセスメン
トでは，掘削による酸性地下水の湧出や，工事に伴
う周辺井戸への影響，あるいは工事中に想定以上の
濁水が流出するなど，とくに水象関連の事項で予測
と実際との差が目立った１）．これらは，予測・評価
やモニタリング手法における技術的な課題となる．

３－４　環境五輪の遺産を生かすために（提言）
　長野冬季五輪の経験は，私たちに貴重な財産と教
訓を残した．
　１９９２年以降，環境アセスメント等が一部で行わ
れ，施設整備において自然保護対策が飛躍的に充実
した．これは共通の理念のもとに現場を中心に多く
の関係者が協力し試行錯誤をした結果，短期間に多
様な自然保護対策が具体化された実例である．これ
らの技術や経験は，貴重な財産である．
　一方，オリンピックのような巨大プロジェクトに
おいて，総合的な環境配慮を行うタイミングの重要
性が認識された．大会開催の１０年程前の基本計画策
定時点で，当時の招致委員会がすでに自然改変を伴
う広域分散開催と競技会場の新設などを決めていた
が，その基本計画に対して環境面から科学的に比較
検討が加えられる機会がなかった．そのため，１９９２
年以降に現場ごとに多種多様な自然保護対策が進め
られたものの，結果的に自然改変規模の縮小という
もっとも基本的な配慮について，十分に検討されな
かった点を見落としてはならない．
　長野五輪の自然への影響と対応に関する総括によ
り，その経験を今後のプロジェクトや環境保全に活
かすために，以下の５点が教訓としてあげられる．

①個々の現場で試みられた様々な自然保護対策は貴
重な財産であり，その技術と経験を次世代に広く
伝えるとともに，今後のプロジェクトでも可能な
限り活用されるべきである．
②大規模なプロジェクトでは，基本計画が練られる
早い段階で，代替案を含む総合的な観点による環
境配慮（いわゆる戦略的環境アセスメント）が行
われることが望まれる．
③自然との共存を確実に進めるため，プロジェクト
の企画・運営と自然保護対策は一元化されなけれ
ばならない．
④準備段階の配慮から実施後のモニタリングまで
を共通の視点で管理し統括する仕組みが必要であ

る．
⑤自然保護対策の検証には，少なくとも実施後１０年
以上にわたる長期のモニタリング調査の継続が望
まれる．

　１９９０年代以降，戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ：　
Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｅｎ　ｖｉｒｏｎ　ｍｅｎ　ｔａｌ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎ　ｔ）が国際的に
注目され，先進諸国や国内の自治体でも制度化され
るようになってきた．Ｓａｄｌｅｒ ａｎ　ｄ Ｖｅｒｈｅｅｍ（１９９６）
によれば「ＳＥＡとは，提案された政策（ｐｏｌｉｃy），
計画（ｐｌａｎ　），プログラム（ｐｒｏｇｒａｍ）に関する意
思決定の可能な限り早い段階で，経済的，社会的考
慮とともに，これらの環境面での帰結が十分に考慮
され，適切に対応されるよう，環境面での帰結を評
価するための組織化（Ｓyｓｔｅｍａｔｉｃ）されたプロセス
を指す」と定義される３）．長野冬季五輪の基本計画
が策定された１９８０年代末には，まだ戦略的環境アセ
スメントの必要性に関する一般の認識は希薄であっ
たと思われる．しかし，それから約２０年を経過した
今日，規模の大きな開発において，構想段階での総
合的な環境配慮の重要性に目が向けられるように
なった．当時，もしそういう取り組みが組織的にな
される機会があれば，長野冬季五輪における環境配
慮は一層効果的に進み，課題とされたことの多くを
事前に回避あるいは低減することができた可能性が
高い．
　本来「自然との共存」は歴史を負い，未来に継承
されるべき課題で，一過性の対応で済むことではな
い．長野冬季五輪の経験は，人間側の短期的な期待
や努力が，そのまま「自然との共存」につながるわ
けではないことを示している．オリンピックにおけ
る「自然との共存」には，相応の時間をかけた継続
的な取り組みと検証，そしてその経験の次世代への
継承が必要である．
　「美しく豊かな自然との共存」という基本理念は，
長野が来るべき２１世紀の世界に向けて力強く発信し
たメッセージであった．環境五輪開催に向けて多く
の人が意見を戦わせ，また立場を越えて協力したが，
人々が共有していたのは，単なるスローガンではな
く，自然環境の保護に対する熱い思いであった．と
くに，当時の子どもたちにとっては，大人たちより
もはるかに純粋なかたちでその理念が心に刻まれた
ことであろう．１０年後の今も，それは心に残ってい
るであろうし，そういった目にみえない記憶こそが，
実は環境五輪が私たちに残した最大の遺産である．
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　基本理念の本当の実現は，当時の思いが継承さ
れ，各地に根を張り，今後新たな自然保護の取り組
みや環境保全策を通して育てられてゆくかどうかに
かかっている．１０年前の長野に点った環境五輪の火
は，これからも燃やし続けていかなければならない．
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